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【
翻
訳
】章

学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
四
）

巻
二 　

「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」「
焦
竑
誤
校
漢
志
第
十
二
」

文
教
大
学
目
録
学
研
究
会　

訳

（
向
嶋
成
美
・
坂
口
三
樹
・
樋
口
泰
裕
・
渡
邉　

大
・

宇
賀
神
秀
一
・
王　

連
旺
・
小
田
健
太
・
加
藤
文
彬
）

本
稿
は
、
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
の
訳
注
で
あ
る
。
今
号
で
は
、
巻
二
の
「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」「
焦
竑
誤
校
漢
志
第

十
二
」
を
訳
出
す
る
。
担
当
は
、「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」
が
小
田
、「
焦
竑
誤
校
漢
志
第
十
二
」
が
加
藤
で
あ
る
。
前
号
に

引
き
続
き
、
底
本
に
は
、
葉
瑛
『
文
史
通
義
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
を
用
い
、
あ
わ
せ
て
、
嘉
業
堂
本
、
劉
公

純
標
点
の
『
文
史
通
義
』（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
中
華
書
局
新
一
版
、
一
九
六
一
年
）、
葉
長
清
『
文
史
通
義
注
』（
無

錫
国
学
専
修
学
校
叢
書
、
一
九
三
五
年
）、
王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
傅
傑
導
読
、
田

映
㬢
注
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
劉
兆
祐
『
校
讎
通
義
今
註
今
訳
』（
台
湾
学
生
書
局
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど

を
参
照
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
校
讎
通
義　

章
学
誠　

鄭
樵　

焦
竑　

漢
書
芸
文
志
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鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一

【
原
文
】

鄭
樵
譏
班
固
敍
列
儒
家
、
混
入
『
太
玄
』『
法
言
』『
樂
箴
』

三
書
爲
一
、
總
謂
揚
雄
所
敍
三
十
八
篇
、
謂
其
胸
無
倫
類
﹇
注
一
﹈、

是
樵
之
論
篤
矣
。
至
謂
「『
太
玄
』
當
歸
易
類
、『
法
言
』
當
歸

諸
子
」、
其
説
良
是
。
然
班
固
自
注
、「『
太
玄
』
十
九
、『
法
言
』

十
三
、『
樂
』
四
、『
箴
』
二
」。
是
『
樂
』
與
『
箴
』、
本
二
書

也
﹇
注
二
﹈。
樵
誤
以
爲
一
書
。
又
謂
、「『
樂
箴
』
當
歸
雜
家
」。

是
樵
直
未
識
其
爲
何
物
、
而
強
爲
之
歸
類
矣
﹇
注
三
﹈。
以
此
譏
正

班
固
、所
謂
楚
失
而
齊
亦
未
爲
得
也﹇
注
四
﹈。按『
樂
』四
未
詳﹇
注
五
﹈。

『
箴
』則
官
箴
是
也
﹇
注
六
﹈。
在
後
人
宜
入
職
官
﹇
注
七
﹈。
而『
漢
志
』

無
其
門
類
、
則
附
官
禮
﹇
注
八
﹈
之
後
可
矣
。

右
十
一
之
一
﹇
注
九
﹈

【
訓
読
文
】

鄭
樵
は
班
固
の
儒
家
を
叙
列
す
る
に
、『
太
玄
』『
法
言
』

『
楽
箴
』
の
三
書
を
混
入
し
て
一
と
為
し
、
総
て
揚
雄
所
叙
の

三
十
八
篇
と
謂
う
を
譏
り
、
其
の
胸
に
倫
類
無
し
と
謂
う
は
、

是
れ
樵
の
論
の
篤
き
な
り
。「『
太
玄
』
は
当
に
易
類
に
帰
す
べ

く
、『
法
言
』
は
当
に
諸
子
に
帰
す
べ
し
」
と
謂
う
に
至
っ
て

は
、
其
の
説
は
良ま
こ
とに
是
な
り
。
然
る
に
班
固
の
自
注
に
、「『
太

玄
』
十
九
、『
法
言
』
十
三
、『
楽
』
四
、『
箴
』
二
」
と
。
是

れ
『
楽
』
と
『
箴
』
と
は
、
本も
と

二
書
な
り
。
樵
誤
っ
て
以
て
一

書
と
為
す
。
又
謂
う
、「『
楽
箴
』は
当
に
雑
家
に
帰
す
べ
し
」と
。

是
れ
樵
直た
だ

未
だ
其
の
何
物
為
る
か
を
識
ら
ず
し
て
、
強
い
て
為

す
と
こ
ろ
の
帰
類
な
り
。
此
れ
を
以
て
班
固
を
譏
正
す
る
は
、

所
謂
楚
失
し
て
斉
も
亦
た
未
だ
得
る
を
為
さ
ざ
る
な
り
。
按
ず

る
に
『
楽
』
四
は
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。『
箴
』
は
則
ち
官
箴

是
れ
な
り
。
後
人
に
在
っ
て
は
宜
し
く
職
官
に
入
る
べ
し
。
而

る
に
『
漢
志
』
に
其
の
門
類
無
し
、
則
ち
官
礼
の
後
に
附
す
は

可
な
り
。

右
十
一
の
一

【
現
代
語
訳
】

鄭
樵
は
、
班
固
が
儒
家
類
を
序
列
す
る
に
際
し
て
、『
太
玄
』

『
法
言
』『
楽
箴
』
の
三
書
を
混
入
し
て
一
種
と
し
、
そ
れ
ら
を

す
べ
て
ま
と
め
て
揚
雄
所
叙
が
三
十
八
篇
だ
と
言
っ
て
い
る
こ

と
を
批
判
し
て
お
り
、
ま
た
、（
班
固
に
）
物
事
を
分
類
す
る

条
理
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
言
う
の
は
、
鄭
樵
の
説
の
確
か
さ
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を
示
し
て
い
る
。「『
太
玄
』は
易
類
に
、『
法
言
』は
諸
子
略（
の

別
の
篇
目
）
に
分
類
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
説
は
ま
こ
と

に
正
し
い
。し
か
し
班
固
の
自
注
に
は
、「『
太
玄
』十
九
、『
法
言
』

十
三
、『
楽
』
四
、『
箴
』
二
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
楽
箴
』

は
、
も
と
も
と
二
種
の
書
物
で
あ
っ
た
。
鄭
樵
は
誤
っ
て
こ
れ

を
一
種
と
し
て
い
る
。（
鄭
樵
は
）
ま
た
、「『
楽
箴
』
は
雑
家

に
分
類
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
鄭
樵
が
、『
楽
』

や
『
箴
』
の
内
容
や
性
質
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
無
理
に
行
っ
た

分
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
に
よ
っ
て
班
固
を
糾
弾
す
る
の

は
、
い
わ
ゆ
る
楚
に
過
失
が
あ
っ
て
斉
も
ま
た
要
領
を
得
な
い

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
、『
楽
』
四
の

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。『
箴
』
と
は
す
な
わ
ち
官
箴
の
こ
と
で

あ
る
。
後
世
に
あ
っ
て
は
職
官
に
分
類
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
職
官
類
が
な
い
た
め
、
礼
類

の
官
吏
に
関
す
る
と
こ
ろ
に
付
加
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

以
上
十
一
の
一

【
訳
注
】

一  

『
通
志
』
巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編
次
不
明
論
」
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。「
班
固
藝
文
志
、
出
於
『
七
略
』
者
也
。『
七
略
』
雖
疏
而
不

濫
、
若
班
氏
步
步
趨
趨
不
離
『
七
略
』、
未
見
其
失
也
。
閒
有
『
七

略
』
所
無
而
班
氏
雜
出
者
、
則
躓
矣
。
揚
雄
所
作
之
書
、
劉
氏
蓋
未

收
、
而
班
氏
始
出
。
若
之
何
以
『
太
元
（
玄
）』『
法
言
』『
樂
箴
』
三

書
合
爲
一
總
。
謂
之
揚
雄
所
序
三
十
八
篇
入
於
儒
家
類
。
按
儒
者
舊

有
五
十
二
種
。
固
新
出
一
種
、則
揚
雄
之
三
書
也
。
且
『
太
元
（
玄
）』

易
類
也
。『
法
言
』
諸
子
也
。『
樂
箴
』
雜
家
也
。
奈
何
合
而
爲
一
家
。

是
知
班
固
胸
中
元
無
倫
類
（
班
固
の
藝
文
志
は
、『
七
略
』
に
出
づ
る

者
な
り
。『
七
略
』
は
疎
な
る
と
雖
も
濫
れ
ず
、
班
氏
の
歩
歩
趨
趨
と

し
て
『
七
略
』
を
離
れ
ざ
る
が
若
き
は
、
未
だ
其
の
失
を
見あ
ら
わさ

ざ
る

な
り
。
間
ま
『
七
略
』
に
無
き
所
に
し
て
班
氏
の
雑
出
す
る
者
有
る

は
、則
ち
躓
な
り
。
揚
雄
作
る
所
の
書
、劉
氏
蓋
し
未
だ
収
め
ず
し
て
、

班
氏
始
め
て
出
だ
す
。
之
く
の
若
く
し
て
何
ぞ
『
太
玄
』『
法
言
』『
楽

箴
』
の
三
書
を
以
て
合
わ
せ
て
一
総
と
為
さ
ん
や
。
之
を
謂
い
て
揚

雄
所
序
三
十
八
篇
は
儒
家
類
に
入
る
と
。
按
ず
る
に
儒
は
旧も
と

五
十
二

種
有
り
。
固
の
新
た
に
一
種
を
出
だ
す
は
、
則
ち
揚
雄
の
三
書
な
り
。

且
つ
『
太
玄
』
は
易
類
な
り
。『
法
言
』
は
諸
子
な
り
。『
楽
箴
』
は

雑
家
な
り
。
奈
何
ぞ
合
し
て
一
家
と
為
さ
ん
や
。
是
れ
班
固
の
胸
中

に
元
よ
り
倫
類
無
き
を
知
る
な
り
）」。

 
 

こ
う
し
た
鄭
樵
の
発
言
に
対
し
て
姚
振
宗『
漢
書
藝
文
志
条
理
』「
叙

録
」
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
班
氏
此
一
條
、
注
明
云
『
樂
』
四
『
箴
』
二
。
宋
時
傳
本
不
應
有

異
、乃
以
四
書
爲
三
書
、以
『
樂
』『
箴
』
爲
一
書
、又
以
爲
雜
家
。「
揚

雄
本
傳
」
云
、「
箴
莫
善
於
『
虞
箴
』、作
『
州
箴
』」。
宋
『
中
興
書
目
』

尚
有
揚
雄『
二
十
四
箴
』。
觀
乎
此
、亦
可
以
悟『
樂
』『
箴
』非
一
書
矣
。

儒
家
舊
止
有
五
十
一
家
、
亦
五
十
二
家
、
卽
此
數
語
之
中
、
其
謬
誤

已
如
此
。
尚
欲
詆
呵
古
人
乎
（
班
氏
の
此
の
一
条
は
、
注
に
明
ら
か

に『
楽
』四『
箴
』二
と
云
う
。
宋
時
の
伝
本
は
応
に
異
有
る
べ
か
ら
ず
、

乃
ち
四
書
を
以
て
三
書
と
為
し
、『
楽
』『
箴
』
を
以
て
一
書
と
為
し
、

又
以
て
雑
家
と
為
す
。「
揚
雄
本
伝
」（『
漢
書
』
巻
八
十
七
）
に
云
う
、

「
箴
は
『
虞
箴
』
よ
り
善
な
る
は
莫
く
、『
州
箴
』
を
作
す
」
と
。
宋

『
中
興
書
目
』
に
尚
揚
雄
の
『
二
十
四
箴
』
有
り
。
此
れ
を
観
る
に
、

亦
た
以
て
『
楽
』『
箴
』
の
一
書
に
非
ざ
る
を
悟
る
べ
し
。
儒
家
は
旧も
と

止た
だ

五
十
一
家
有
り
て
、
亦
た
五
十
二
家
は
、
即
ち
此
の
数
語
の
中
に
、

其
の
謬
誤
あ
る
こ
と
已
に
此
く
の
如
し
。
尚
古
人
を
詆
呵
せ
ん
と
欲

す
る
か
）」。

 
 

な
お
、『
漢
志
』
儒
家
類
は
五
十
二
家
を
著
録
し
た
上
で
、
末
尾
に

お
い
て
「
儒
五
十
三
家
」
と
言
う
。
引
用
し
た
右
の
一
節
に
お
い
て
、

「
五
十
一
家
」「
五
十
二
家
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
姚
振

宗
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

二  

章
学
誠
の
述
べ
る
と
お
り
、『
漢
志
』
諸
子
略
・
儒
家
類
に
「『
揚

雄
所
序
』
三
十
八
篇
」
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
班
固
の
自
注
に
、「『
太

玄
』
十
九
、『
法
言
』
十
三
、『
樂
』
四
、『
箴
』
二
」
と
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、『
楽
』
と
『
箴
』
と
は
別
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三  

『
楽
箴
』
は
、
例
え
ば
『
隋
志
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
楽
』

と
『
箴
』
を
合
わ
せ
て
一
書
と
み
な
し
て
い
る
に
も
関
ら
ず
、
鄭
樵

が
『
楽
箴
』
を
実
見
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。

四  

司
馬
相
如
「
上
林
賦
」（『
文
選
』
巻
八
）
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。「
亡
是
公
听
然
而
笑
曰
、
楚
則
失
矣
。
而
齊
亦
未
爲
得
也
。
夫

使
諸
侯
納
貢
者
、
非
爲
財
幣
、
所
以
述
職
也
。
封
疆
畫
界
者
、
非
爲

守
禦
、
所
以
禁
淫
也
。
今
齊
列
爲
東
藩
。
而
外
私
肅
慎
、
捐
國
踰
限
、

越
海
而
田
。其
於
義
固
未
可
也（
亡む

是ぜ

公こ
う　

听
然
と
し
て
笑
っ
て
曰
く
、

楚
は
則
ち
失
せ
り
。
而
も
斉
も
亦
た
未
だ
得
た
り
と
為
さ
ざ
る
な
り
。

夫
れ
諸
侯
を
し
て
納
貢
せ
し
む
る
は
、
財
幣
の
為
に
非
ず
、
職
を
述

ぶ
る
所
以
な
り
。
疆さ
か
いを
封
じ
界さ

か
いを
画か

ぎ

る
は
、
守
禦
の
為
に
非
ず
、
淫

を
禁
ず
る
所
以
な
り
。
今
斉
は
列
し
て
東
藩
と
為
る
。
而
も
外　

粛

慎
に
私
し
、
国
を
捐
て
限さ
か
いを
踰
え
、
海
を
越
え
て
田か

り

す
。
其
れ
義
に

於
け
る
や
固ま
こ
とに

未
だ
可
な
ら
ざ
る
な
り
）」。「
楚
失
し
て
斉
も
亦
た
未

だ
得
る
を
為
さ
ざ
る
な
り
」
と
は
、
両
者
が
と
も
に
誤
り
を
犯
し
て

い
る
こ
と
を
言
う
。

五  

王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
八
七
）
は
、
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王
棻
『
校
讎
通
義
節
駁
』
を
引
い
た
上
で
、「『
樂
』
四
篇
入
樂
類
」

と
い
う
記
述
に
は
根
拠
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
不
如
章
學
誠
所
説

的
「『
樂
』
四
、
未
詳
」、
較
妥
當
」
と
い
う
よ
う
に
、
章
学
誠
の
判

断
の
妥
当
性
を
強
調
す
る
。

六  

『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
四
年
に
、「
昔
周
辛
甲
之
爲
太
史
也
、命
百
官
、

官
箴
王
闕
（
昔
周
の
辛
甲
の
太
史
為
る
や
、
百
官
に
命
じ
て
、
官
ご

と
に
王
の
闕
け
た
る
を
箴い
ま
しめ
し
む
）」
と
あ
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、「
官

箴
」
と
は
官
吏
に
よ
る
諫
言
の
こ
と
。

七  

職
官
類
は
、
例
え
ば
『
隋
志
』
な
ど
に
見
え
る
。

八  

『
漢
志
』
六
藝
略
・
礼
類
に
、「『
周
官
經
』
六
篇
」
や
「『
周
官
傳
』

四
篇
」が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
す
か
。「『
周
官
經
』六
篇
」

の
顔
師
古
注
に
は
、「
卽
今
之
周
官
禮
也
。
亡
其
冬
官
、
以
考
工
記
充

之
（
即
ち
今
の
周
官
礼
な
り
。
其
の
冬
官
を
亡
い
、
考
工
記
を
以
て

之
に
充
つ
）」
と
見
え
て
い
る
。

九  

『
文
史
通
義
校
注
』
は
本
文
と
し
て
は
収
録
せ
ず
、
注
記
す
る
に
と

ど
ま
る
が
、『
章
氏
遺
書
』
に
は
こ
の
後
に
次
に
引
く
一
節
が
続
い
て

い
る
。

 
 

「
鄭
樵
云
、「『
漢
志
』
於
醫
術
類
、
有
經
方
、
有
醫
經
。
道
術
類
、

有
房
中
、
有
神
仙
。
亦
自
微
有
分
別
。
因
譏
後
人
更
不
本
此
」。
今
按

『
漢
志
』
方
技
略
、
醫
經
第
一
・
經
方
第
二
・
房
中
第
三
・
神
仙
第
四
、

未
嘗
別
有
所
謂
道
術
類
﹇
原
注
：
止
有
道
家
﹈。
且
以
房
中
・
神
仙
屬

之
也
。
如
謂
今
本
編
次
失
敍
、
則
敍
例
明
云
、「
序
方
技
爲
四
種
」。

不
知
樵
因
何
所
見
而
爲
此
説
也
﹇
原
注
：
若
云
一
類
之
中
、節
次
相
承
、

則
文
法
猶
欠
明
析
﹈（
鄭
樵
は
云
う
、「『
漢
志
』
は
医
術
類
に
、
経
方

有
り
、
医
経
有
り
。
道
術
類
に
、
房
中
有
り
、
神
仙
有
り
。
亦
た
自

ら
微
か
に
分
別
有
り
。
因
り
て
後
人
の
更
に
此
に
本
づ
か
ざ
る
を
譏

る
」
と
。
今
案
ず
る
に
『
漢
志
』
方
技
略
、
医
経
第
一
・
経
方
第
二
・

房
中
第
三
・
神
仙
第
四
に
、
未
だ
嘗
て
別
に
所
謂
道
術
類
有
ら
ず
﹇
原

注
：
止た
だ

道
家
有
る
の
み
﹈。
且
つ
房
中
・
神
仙
を
以
て
之
に
属
せ
し
む

る
な
り
。
如
し
今
本
の
編
次　

叙
を
失
す
る
と
謂
わ
ば
、
則
ち
叙
例

に
明
ら
か
に
云
う
、「
方
技
を
序
し
て
四
種
と
為
す
」
と
。
樵 

何
の

見
る
所
に
因
り
て
此
の
説
を
為
す
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
﹇
原
注
：
若

し
一
類
の
中
に
、
節
次
相
い
承
く
と
云
わ
ば
、
則
ち
文
法 

猶
明
晰
を

欠
く
﹈）」。
な
お
、『
文
史
通
義
校
注
』
の
注
記
は
、「
因
譏
後
人
」
を

「
因
議
後
人
」
に
作
る
が
（『
章
氏
遺
書
』
も
「
譏
」
を
「
議
」
に
作
る
）、

文
意
が
取
り
に
く
い
た
め
、『
校
讎
通
義
通
解
』
に
、「
又
、
霊
鶼
閣

叢
書
本
『
文
史
通
義
補
編
』
有
此
條
、「
因
議
後
人
」、「
議
」
作
「
譏
」、

…
…
、
按
這
一
章
内
之
一
・
之
三
・
之
四
條
内
都
称
「
鄭
樵
譏
班
固
」、

或
「
譏
『
漢
志
』」、
則
原
文
應
亦
作
「
譏
」」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

に
従
い
、『
文
史
通
義
補
編
』（
叢
書
集
成
初
編
）
に
よ
っ
て
改
め
た
。
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鄭
樵
の
発
言
は
、『
通
志
』
巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編
次
不
明
論
」

に
見
え
る
。『
校
讎
通
義
』
に
は
文
字
の
異
同
や
省
略
さ
れ
て
い
る
部

分
も
あ
る
た
め
、改
め
て
全
文
を
引
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。「『
漢

志
』
於
醫
術
類
、
有
經
方
、
有
醫
經
。
於
道
術
類
、
有
房
中
、
有
神
仙
。

亦
自
微
有
分
別
。奈
何
後
之
人
更
不
本
此
、同
爲
醫
方
同
爲
道
家
者
乎
。

足
見
後
人
之
苟
且
也
（『
漢
志
』
は
医
術
類
に
、経
方
有
り
、医
経
有
り
。

道
術
類
に
、
房
中
有
り
、
神
仙
有
り
。
亦
た
自
ら
微
か
に
分
別
有
り
。

奈
何
ぞ
後
の
人
は
更
に
此
に
本
づ
か
ず
、
同
じ
く
医
方
と
為
し
同
じ

く
道
家
と
為
す
者
か
。
後
人
の
苟こ
う

且し
ょ

を
見
る
に
足
る
な
り
）」。

 
 

ま
た
、『
漢
志
』
方
技
略
・
総
叙
に
は
、「
方
技
者
、
皆
生
生
之
具
、

王
官
之
一
守
也
。
太
古
有
岐
伯
・
兪
拊
。
中
世
有
扁
鵲
・
秦
和
。
蓋

論
病
以
及
國
、
原
診
以
知
政
。
漢
興
有
倉
公
。
今
其
技
術
晻
昧
。
故

論
其
書
、
以
序
方
技
爲
四
種
（
方
技
は
、
皆
な
生
生
の
具
に
し
て
、

王
官
の
一
守
な
り
。
太
古
に
岐
伯
・
兪ゆ

拊ふ

有
り
。
中
世
に
扁
鵲
・
秦

和
有
り
。
蓋
し
病
を
論
じ
て
以
て
国
に
及
び
、
診
に
原も
と
づい
て
以
て
政

を
知
る
。
漢
興
っ
て
倉
公
有
り
。
今
其
の
技
術
晻あ
ん

昧ま
い

な
り
。
故
に
其

の
書
を
論
じ
て
、
以
て
方
技
を
序
し
て
四
種
と
為
す
）」
と
あ
る
。

【
原
文
】

鄭
樵
譏
『
漢
志
』
以
『
司
馬
法
』
入
禮
經
、以
『
太
公
兵
法
』

入
道
家
、
疑
謂
非
任
宏
・
劉
歆
所
收
、
班
固
妄
竄
入
也
﹇
注
一
﹈。

鄭
樵
深
惡
班
固
、
故
爲
是
不
近
人
情
之
論
。
凡
意
有
不
可
者
、

不
爲
推
尋
本
末
。
有
意
增
刪
・
遷
就
、
強
坐
班
氏
之
過
。
此
獄

吏
鍛
鍊
之
法
﹇
注
二
﹈。
亦
如
以
『
漢
志
書
』﹇
注
三
﹈
爲
班
彪
・
曹

昭
所
終
始
、
而
「
古
今
人
表
」
則
謂
固
所
自
爲
者
惟
此
﹇
注
四
﹈。

蓋
心
不
平
者
、不
可
與
論
古
也
。
按
『
司
馬
法
』
百
五
十
五
篇
、

今
所
存
者
、
非
故
物
矣
。
班
固
自
注
、「
出
之
兵
權
謀
中
、
而

入
於
禮
」﹇
注
五
﹈。
樵
固
無
庸
存
疑
似
之
説
也
。
第
班
「
志
」
敍

錄
、
稱
『
軍
禮
司
馬
法
』、
鄭
樵
刪
去
「
軍
禮
」
二
字
、
謂
其

入
禮
之
非
。
不
知
『
司
馬
法
』
乃
周
官
職
掌
。
如
考
工
之
記
、

本
非
官
禮
、
亦
以
司
空
職
掌
、
附
著
『
周
官
』﹇
注
六
﹈。
此
等
敍

錄
、
最
爲
知
本
之
學
。
班
氏
他
處
未
能
如
是
、
而
獨
於
此
處
能

具
別
裁
﹇
注
七
﹈。
樵
顧
深
以
爲
譏
、
此
何
説
也
。
第
班
氏
入
於

禮
經
、
似
也
。
其
出
於
兵
家
、
不
復
著
錄
、
未
盡
善
也
。
當
用

劉
向
互
見
之
例
、
庶
幾
禮
家
不
爲
空
衍
儀
文
、
而
兵
家
又
見
先

王
之
制
。
乃
兩
全
之
道
耳
。『
太
公
』
二
百
三
十
七
篇
、
亦
與

今
本
不
同
。
班
氏
僅
稱
『
太
公
』、
竝
無
兵
法
二
字
、
而
鄭
樵

又
增
益
之
、
謂
其
入
於
道
家
之
非
。
不
觀
班
固
自
注
、「
尚
父

本
有
道
者
﹇
注
八
﹈」。
又
於
兵
權
謀
下
注
云
、「
省
『
伊
尹
』『
太

公
』
諸
家
﹇
注
九
﹈」。
則
劉
氏
『
七
略
』、
本
屬
兩
載
、
而
班
固
不
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過
爲
之
刪
省
重
複
而
已
。
非
故
出
於
兵
、
而
強
收
於
道
也
﹇
原

注
：
注
省
者
、
劉
氏
本
有
、
而
班
省
去
也
。
注
出
入
者
、
劉
錄

於
此
、
而
班
錄
於
彼
也
﹇
注
一
〇
﹈。
如
『
司
馬
法
』、
劉
氏
不
載

於
禮
而
班
氏
入
之
。
則
於
禮
經
之
下
注
云
、「
入
『
司
馬
法
』」。

今
道
家
不
注
入
字
、而
兵
家
乃
注
省
字
、是
劉
『
略
』
既
載
於
道
、

又
載
於
兵
之
明
徴
。
非
班
擅
改
也
﹈。
且
兵
刑
權
術
、皆
本
於
道
、

先
儒
論
之
備
矣
﹇
注
十
一
﹈。
劉
『
略
』
重
複
・
互
載
、
猶
司
馬
遷

「
老
莊
申
韓
列
傳
」
意
也
﹇
注
十
二
﹈﹇
原
注
：
發
明
學
術
源
流
之
意
﹈。

況
二
百
三
十
七
篇
之
書
、
今
既
不
可
得
見
。
鄭
樵
何
所
見
聞
而

增
刪
題
目
。
以
謂
止
有
兵
法
、
更
無
關
於
道
家
之
學
術
耶
。

右
十
一
之
二

【
訓
読
文
】

鄭
樵
は
『
漢
志
』
の
『
司
馬
法
』
を
以
て
礼
経
に
入
れ
、『
太

公
兵
法
』
を
以
て
道
家
に
入
る
る
を
譏
り
、
疑
い
て
任
宏
・
劉

歆
の
収
む
る
所
に
非
ず
し
て
、
班
固
妄
り
に
竄
入
す
る
か
と
謂

う
な
り
。
鄭
樵
は
深
く
班
固
を
悪に
く

み
、
故
に
是
れ
人
情
に
近
か

ら
ざ
る
の
論
を
為
す
。
凡
そ
意
に
不
可
な
る
者
有
ら
ば
、
本
末

を
推
尋
す
る
を
為
さ
ず
。
意
有
り
て
増
刪
・
遷
就
す
れ
ど
も
、

強
い
て
班
氏
の
過
ち
に
坐つ
み

す
。
此
れ
獄
吏
の
鍛
錬
の
法
な
り
。

亦
た
『
漢
志
書
』
を
以
て
班
彪
・
曹
昭
の
終
始
す
る
所
と
為
し

て
、「
古
今
人
表
」
は
則
ち
固
の
自
ら
為
す
所
は
惟
此
れ
の
み

と
謂
う
が
如
し
。
蓋
し
心
の
不
平
な
る
者
は
、
与
に
古
を
論
ず

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
按
ず
る
に
『
司
馬
法
』
百
五
十
五
篇
、
今

存
す
る
所
の
者
は
、故
物
に
非
ざ
る
な
り
。班
固
の
自
注
に
、「
之

を
兵
権
謀
中
よ
り
出
だ
し
て
、
礼
に
入
る
」
と
。
樵
固も
と

よ
り
疑

似
を
存
す
る
の
説
を
庸も
ち

う
る
無
き
な
り
。第た
だ

班
の「
志
」の
叙
録
、

『
軍
礼
司
馬
法
』
と
称
す
る
も
、
鄭
樵
刪
り
て
「
軍
礼
」
の
二

字
を
去
り
、
其
の
礼
に
入
る
る
の
非
を
謂
う
。『
司
馬
法
』
は

乃
ち
周
官
の
職
掌
な
る
を
知
ら
ず
。
考
工
の
記
は
、
本
よ
り
官

礼
に
非
ざ
る
も
、
亦
た
司
空
の
職
掌
を
以
て
、『
周
官
』
に
附

著
す
る
が
如
し
。
此
れ
等
の
叙
録
は
、
最
も
本
を
知
る
の
学
為

り
。
班
氏
の
他
処
は
未
だ
是
く
の
如
く
す
る
能
わ
ず
し
て
、
独

り
此こ

処こ

に
於
い
て
能
く
別
裁
を
具
う
。
樵
顧か
え

っ
て
深
く
し
て
以

て
譏
り
を
為
さ
ば
、
此
れ
何
を
か
説
か
ん
や
。
第
班
氏
の
礼
経

に
入
る
る
は
、
似
る
な
り
。
其
の
兵
家
よ
り
出
だ
し
、
復
た
著

録
せ
ざ
る
は
、
未
だ
善
を
尽
く
さ
ざ
る
な
り
。
当
に
劉
向
の
互

見
の
例
を
用
い
て
、
庶こ
い
ね
が幾
わ
く
は
礼
家
は
空
衍
の
儀
文
為
ら
ず

し
て
、
兵
家
は
又
先
王
の
制
を
見あ
ら
わす
べ
し
。
乃
ち
両ふ
た

つ
な
が
ら

全
き
の
道
な
る
の
み
。『
太
公
』
二
百
三
十
七
篇
も
、
亦
た
今
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本
と
同
じ
か
ら
ず
。
班
氏
は
僅
か
に
『
太
公
』
を
称
す
る
に
、

並
び
に
兵
法
の
二
字
無
き
も
、
鄭
樵
又
之
を
増
益
し
、
其
の
道

家
に
入
る
る
の
非
を
謂
う
。
班
固
の
自
注
の
、「
尚
父
は
本
有

道
の
者
」を
観
ず
。
又
兵
権
謀
の
下
の
注
に
云
う
、「『
伊
尹
』『
太

公
』
の
諸
家
を
省
く
」
と
。
則
ち
劉
氏
の
『
七
略
』
は
、
本
両

つ
な
が
ら
載
す
る
に
属
す
も
、
班
固
は
之
が
為
に
刪
り
て
重
複

を
省
く
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
故
こ
と
さ
らに
兵
よ
り
出
だ
し
て
、
強
い
て

道
に
収
む
る
に
非
ざ
る
な
り
﹇
原
注
：
注
の
省
と
は
、
劉
氏
に

本
有
り
て
、
班
の
省
き
去
る
な
り
。
注
の
出
入
と
は
、
劉
は
此

に
録
し
て
、
班
は
彼
に
録
す
る
な
り
。『
司
馬
法
』
の
、
劉
氏

は
礼
に
載
せ
ず
し
て
班
氏
は
之
に
入
る
る
が
如
し
。
則
ち
礼
経

の
下
の
注
に
云
う
、「『
司
馬
法
』
を
入
る
」
と
。
今
道
家
は
入

の
字
を
注
せ
ず
し
て
、
兵
家
は
乃
ち
省
の
字
を
注
す
、
是
れ
劉

『
略
』
既
に
道
に
載
せ
、
又
兵
に
載
す
る
の
明
徴
な
り
。
班
の

擅
改
す
る
に
非
ざ
る
な
り
﹈。
且
つ
兵
刑
権
術
は
、
皆
な
道
に

本
づ
く
、
先
儒
之
を
論
ず
る
こ
と
備
わ
れ
り
。
劉
『
略
』
の
重

複
・
互
載
す
る
は
、
猶
司
馬
遷
の
「
老
荘
申
韓
列
伝
」
の
意
の

ご
と
き
な
り
﹇
原
注
：
学
術
の
源
流
を
発
明
す
る
の
意
な
り
﹈。

況
や
二
百
三
十
七
篇
の
書
は
、
今
既
に
見
る
を
得
べ
か
ら
ず
。

鄭
樵
は
何
の
見
聞
す
る
所
に
し
て
題
目
を
増
刪
す
る
や
。
以お
も
え謂

ら
く
止た
だ

兵
法
有
り
て
、
更
に
道
家
の
学
術
に
関
わ
り
無
き
や
。

右
十
一
の
二

【
現
代
語
訳
】

鄭
樵
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
が
『
司
馬
法
』
を
礼
経
に
分
類
し
、

『
太
公
兵
法
』
を
道
家
に
分
類
し
て
い
る
の
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
任
宏
・
劉
歆
が
収
録
し
た
の
で
は
な
く
、
班
固
が
み

だ
り
に
混
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
鄭
樵

は
班
固
を
ひ
ど
く
憎
ら
し
く
思
っ
て
い
る
た
め
、
人
情
と
は
ほ

ど
遠
い
（
過
酷
な
）
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
。
お
し
な
べ
て

自
分
の
意
に
沿
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
学
問
の
道
理
を
推

測
し
よ
う
と
し
な
い
。
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
書
物
の
増

減
の
調
整
を
し
て
い
て
も
、
あ
え
て
班
固
の
過
失
と
し
て
罪
に

陥
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
獄
吏
が
巧
み
に
罪
を
つ
く
り
あ
げ
て
相

手
を
陥
れ
る
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。『
漢
書
』
を
整
理
し
た
の

は
班
彪
と
曹
昭
で
あ
っ
て
、
班
固
自
ら
整
理
し
た
の
は
『
古
今

人
表
』
の
み
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
内

心
に
不
平
を
抱
え
て
い
る
者
と
は
、
古
の
書
物
に
つ
い
て
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
え
て
み
る
に
、
現
存
す
る
『
司
馬

法
』
百
五
十
五
篇
は
、
も
と
も
と
の
体
裁
を
保
っ
て
い
る
書
物
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で
は
な
い
。
班
固
の
自
注
に
、「
こ
の
書
を
兵
権
謀
類
よ
り
取

り
出
し
て
礼
類
に
入
れ
る
」
と
言
う
。
鄭
樵
は
も
と
よ
り
疑
義

を
呈
し
て
お
く
と
い
う
説
明
の
仕
方
を
用
い
な
か
っ
た
。
た

だ
、
班
固
の
『
漢
書
』
藝
文
志
の
叙
録
に
お
い
て
は
、『
軍
礼

司
馬
法
』
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭
樵
は
「
軍
礼
」
の
二
字
を

削
除
し
て
、礼
類
に
分
類
す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。

『
司
馬
法
』
が
周
官
の
職
掌
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。
考
工
の
記
は
も
と
も
と
官
吏
の
礼
を
記
し
た
書
物
で
は
な

か
っ
た
の
だ
が
、
司
空
の
職
掌
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
た
め

に
『
周
官
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
叙
録
は
、よ
く
根
本
を
わ
き
ま
え
た
学
問
と
な
っ
て
い
る
。

班
固
は
他
所
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
が
、

た
だ
こ
こ
で
は
よ
く
別
裁
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
鄭

樵
が
反
対
に
深
く
非
難
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
班
固
が
礼
類
に
著
録
し
た

の
は
、
あ
る
べ
き
姿
に
最
も
似
て
い
よ
う
。
だ
が
、
兵
権
謀
類

か
ら
取
り
出
し
て
、
重
ね
て
著
録
し
な
か
っ
た
の
は
、
最
善
を

尽
く
し
た
と
は
言
え
な
い
。
劉
向
の
互
著
の
方
法
を
用
い
て
、

願
わ
く
は
礼
家
を
中
身
の
な
い
た
だ
の
形
式
的
な
文
章
と
は
せ

ず
、
兵
家
は
先
王
の
制
度
を
表
す
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
す
れ
ば
両
方
の
篇
目
に
と
っ
て
完
全
な
著
録
と
な
る
。『
太

公
』
二
百
三
十
七
篇
も
ま
た
現
在
の
書
と
は
異
な
る
。
班
固
は

『
太
公
』
と
称
す
る
の
み
で
、
兵
法
の
二
字
は
な
い
が
、
鄭
樵

は
そ
れ
を
増
し
た
上
で
、
道
家
に
著
録
し
た
こ
と
を
非
難
し
て

い
る
。
班
固
の
自
注
に
、「
尚
父
（
太
公
望
）
は
も
と
も
と
有

道
の
者
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
の
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
兵
権
謀
類
に
お
け
る
注
に
は
、「『
伊
尹
』『
太
公
』
の
諸

家
を
省
く
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
劉
氏
の
『
七
略
』
は
両
方
の
篇

目
に
著
録
し
て
い
た
が
、
班
固
は
重
複
を
省
く
た
め
に
削
っ
た

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
恣
意
的
に
兵
権
謀
類
か
ら
取
り
出
し

て
、
強
い
て
道
家
類
に
著
録
し
た
わ
け
で
は
な
い
﹇
原
注
：
注

に
「
省
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
劉
氏
の
書
に
は
著
録
さ
れ

て
い
て
、
班
固
が
省
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
注
に

「
出
入
」
と
い
う
の
は
、
劉
氏
の
著
録
を
班
固
が
別
の
場
所
に

移
動
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
劉
氏
が
『
司
馬
法
』
を
礼
類

に
載
せ
ず
、
反
対
に
班
固
は
そ
う
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
礼
類
の
注
に
は
、「『
司
馬
法
』を
著
録
す
る
」と
あ
る
。（『
太

公
』
に
つ
い
て
言
え
ば
）
道
家
類
に
は
「
入
」
の
字
を
注
せ
ず
、

兵
権
謀
類
に
は
「
省
」
の
字
を
注
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
七
略
』

が
道
家
と
兵
家
の
両
方
に
著
録
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
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る
。
班
固
が
み
だ
り
に
改
変
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
﹈。

さ
ら
に
、
兵
刑
権
術
は
、
み
な
道
家
思
想
に
基
づ
い
て
い
て
、

そ
れ
は
先
儒
の
論
に
詳
し
い
。『
七
略
』
が
重
複
し
て
互
載
す

る
の
は
、
司
馬
遷
が
「
老
荘
申
韓
列
伝
」
で
述
べ
た
こ
と
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
﹇
原
注
：
学
術
の
源
流
を
解
き
明
か
す
と
い

う
意
味
で
あ
る
﹈。
ま
し
て
や
（『
太
公
』）
二
百
三
十
七
篇
の

書
は
、
現
在
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
鄭
樵
は
何
を
根
拠

と
し
て
「
兵
法
」
の
二
字
を
増
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、

た
だ
兵
法
の
書
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
道
家
の
学
術
と
は
関

係
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

以
上
十
一
の
二

【
訳
注
】

一  

『
漢
志
』
六
藝
略
・
礼
類
に
、「『
軍
禮
司
馬
法
』
百
五
十
五
篇
」
と

あ
る
。
同
じ
く
諸
子
略
・
道
家
類
に
、「『
太
公
』
二
百
三
十
七
篇
、

謀
八
十
一
篇
・
言
七
十
一
篇
・
兵
八
十
五
篇
」と
あ
る
。
鄭
樵
の『
通
志
』

巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編
次
不
明
論
」
に
は
、「『
漢
志
』
以
『
司
馬
法
』

爲
禮
經
、
以
『
太
公
兵
法
』
爲
道
家
、
此
何
義
也
。
疑
此
二
條
、
非

任
氏
・
劉
氏
所
收
、
蓋
出
班
固
之
意
。
亦
如
以
『
太
玄
』『
樂
箴
』
爲

儒
家
類
也
（『
漢
志
』
は
『
司
馬
法
』
を
以
て
礼
経
と
為
し
、『
太
公

兵
法
』
を
以
て
道
家
と
為
す
、
此
れ
何
の
義
な
る
や
。
疑
う
ら
く
は

此
の
二
条
は
、
任
氏
・
劉
氏
の
収
む
る
所
に
非
ず
、
蓋
し
班
固
の
意

に
出
づ
。
亦
た
『
太
玄
』『
楽
箴
』
を
以
て
儒
家
の
類
と
為
す
が
如
き

な
り
）」
と
あ
る
。
こ
の
鄭
樵
の
発
言
に
対
し
て
姚
振
宗
は
『
漢
書
藝

文
志
条
理
』
叙
録
に
お
い
て
、「
按
此
兩
書
、
班
氏
已
分
別
注
明
、
鄭

豈
真
未
之
見
耶
。『
軍
禮
司
馬
法
』
次
『
周
官
傳
』
之
後
、
班
氏
亦
何

嘗
以
爲
經
。『
太
公
』
之
書
二
百
數
十
篇
、
其
中
有
謀
有
言
有
兵
、
不

僅
兵
法
一
端
、
舊
時
既
合
爲
一
袠
。
故
劉
氏
不
復
分
析
、
從
其
大
而

著
錄
於
道
、
亦
未
爲
失
也
（
按
ず
る
に
此
の
両
書
は
、
班
氏
已
に
分

別
し
て
注
し
て
明
ら
か
に
す
る
に
、
鄭
豈
に
真
に
未
だ
之
を
見
ざ
る

か
。『
軍
礼
司
馬
法
』
は
『
周
官
伝
』
の
後
に
次つ
づ

け
、
班
氏
も
亦
た
何

ぞ
嘗
て
以
て
経
と
為
す
や
。『
太
公
』
の
書
二
百
数
十
篇
、
其
の
中
に

謀
有
り
言
有
り
兵
有
り
、
僅
か
に
兵
法
の
一
端
の
み
な
ら
ず
、
旧
時

は
既
に
合
し
て
一
袠ち
つ

と
為
す
。
故
に
劉
氏
は
復
た
分
析
せ
ず
、
其
の

大
に
従
い
て
道
に
著
録
し
、亦
た
未
だ
失
を
為
さ
ざ
る
な
り
）」と
言
っ

て
、
鄭
樵
は
も
と
よ
り
、
班
固
の
著
録
に
対
し
て
も
否
定
的
な
見
解

を
示
す
。
そ
の
上
で
、書
物
の
大
部
分
を
占
め
る
記
述
に
従
っ
て
『
軍

礼
司
馬
法
』
を
道
家
類
に
著
録
し
た
劉
氏
の
態
度
に
同
調
す
る
の
で

あ
る
。

二  

『
漢
書
』
巻
五
十
一
・
路
温
舒
伝
に
、「
上
奏
畏
却
、
則
鍛
鍊
而
周
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内
之
（
上
奏
し
て
却
け
ら
れ
ん
こ
と
を
畏
る
る
と
き
は
、
則
ち
鍛
錬

し
て
周
く
之
を
内い

る
）」
と
あ
る
。
判
決
を
上
奏
し
て
も
棄
却
さ
れ
る

恐
れ
の
あ
る
と
き
に
は
故
意
に
罪
を
作
り
上
げ
る
役
人
た
ち
を
、
路

温
舒
が
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
巻
二
十
六
・

韋
彪
伝
に
、「
鍛
鍊
之
吏
、
持
心
近
薄
（
鍛
錬
の
吏
は
、
心
を
持た
も

つ
こ

と
薄
き
に
近
し
）」
と
あ
り
、
注
に
、「
鍛
鍊
、
猶
成
孰
也
。
言
深
文

之
吏
、
入
人
之
罪
、
猶
工
冶
陶
鑄
鍛
鍊
、
使
之
成
孰
也
（
鍛
錬
と
は
、

猶
成
孰
の
ご
と
き
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
深
文
の
吏
は
、
人
を
ば
之

罪
に
入
る
る
こ
と
、
猶
工
冶
（
鋳
物
師
）
の
陶
鋳
鍛
錬
し
て
、
之
を

成
孰
せ
し
む
る
が
ご
と
き
な
り
）」
と
言
う
。「
鍛
錬
」
は
法
律
に
熟

練
し
て
罪
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
指
す
。

三  

『
校
讎
通
義
通
解
』
に
、「
又
、本
條
内
「
亦
如
以
『
漢
志
書
』
爲
班
彪
・

曹
昭
所
終
始
」
句
中
、『
漢
志
書
』
三
字
有
誤
、疑
當
作
『
漢
書
』、「
志
」

字
是
衍
文
」
と
あ
る
。
本
文
は
底
本
に
従
う
こ
と
と
し
た
が
、
訳
出

す
る
上
で
参
考
に
し
た
。

四  

『
通
志
』
総
叙
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
班
固
者
浮
華
之
士
也
。
全

無
學
術
、
專
事
剽
竊
。
…
…
。
由
其
斷
漢
爲
書
、
是
致
周
秦
不
相
因
、

古
今
成
閒
隔
。
自
高
祖
至
武
帝
、
凡
六
世
之
前
、
盡
竊
遷
書
、
不
以

爲
慚
。
自
昭
帝
至
平
帝
、
凡
六
世
、
資
於
賈
逵
・
劉
歆
、
復
不
以
爲

恥
。
況
又
有
曹
大
家
終
篇
、
則
固
之
自
爲
書
也
幾
希
。
往
往
出
固
之

胸
中
者
「
古
今
人
表
」
耳
（
班
固
は
浮
華
の
士
な
り
。
全
く
学
術
無

く
、
専
ら
剽
窃
を
事
と
す
。
…
…
。
其
の
漢
を
断
じ
て
書
を
為
す
に

由
っ
て
、
是
れ
周
秦
相
い
因
ら
ず
、
古
今
間
隔
を
成
す
に
致
る
。
高

祖
自
り
武
帝
に
至
る
、
凡
そ
六
世
の
前
は
、
尽
く
遷
の
書
を
窃
む
も
、

以
て
慚
と
為
さ
ず
。
昭
帝
自
り
平
帝
に
至
る
、
凡
そ
六
世
は
、
賈
逵
・

劉
歆
を
資
と
す
る
も
、
復
た
以
て
恥
じ
と
為
さ
ず
。
況
や
又
曹
大
家

の
篇
を
終
う
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
固
の
自
ら
為
す
と
こ
ろ
の
書
や

幾
希
な
ら
ん
。
往
往
に
し
て
固
の
胸
中
よ
り
出
づ
る
者
は
「
古
今
人

表
」
の
み
）」。
同
じ
く
『
通
志
』
巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編
書
不
明

分
類
論
」
に
は
、「
史
家
本
於
孟
堅
。
孟
堅
初
無
獨
斷
之
學
、
惟
依
緣

他
人
、
以
成
戸
門
。
紀
志
傳
、
則
追
司
馬
之
蹤
。
律
曆
藝
文
、
則
躡

劉
氏
之
迹
。
惟
「
地
理
志
」
與
「
古
今
人
物
表
」
是
其
胸
臆
。
地
理

一
學
、後
代
少
有
名
家
者
、由
班
固
修
書
之
無
功
耳
。「
古
今
人
物
表
」、

又
不
足
言
也（
史
家
は
孟
堅
に
本
づ
く
。孟
堅
は
初
め
独
断
の
学
無
く
、

惟
他
人
に
依
縁
し
、
以
て
戸
門
を
成
す
。
紀
志
伝
は
、
則
ち
司
馬
の

蹤
を
追
う
。
律
暦
藝
文
は
、
則
ち
劉
氏
の
迹
を
躡ふ

む
。
惟
「
地
理
志
」

と
「
古
今
人
物
表
」
と
は
是
れ
其
の
胸
臆
な
り
。
地
理
の
一
学
、
後

代
に
有
名
家
少
な
き
は
、
班
固
の
修
書
の
功
無
き
に
由
る
の
み
。「
古

今
人
物
表
」
は
、
又
言
う
に
足
ら
ざ
る
な
り
）」
と
あ
る
。

五  

『
漢
志
』
兵
書
略
・
兵
権
謀
類
の
班
固
自
注
に
、「
出
『
司
馬
法
』、
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入
禮
也
（『
司
馬
法
』
を
出
だ
し
て
、礼
に
入
る
る
な
り
）」
と
見
え
る
。

『
司
馬
法
』
に
つ
い
て
は
、
清
・
王
鳴
盛
（
一
七
二
二
〜
一
七
九
七
）

『
蛾
術
編
』
説
録
の
原
注
に
、「『
司
馬
法
』、『
漢
藝
文
志
』
百
五
十
五

篇
。
宋
・
元
豐
閒
存
五
篇
、
編
入
武
經
七
書
内
。「
仁
本
」「
天
子
之

義
」
二
篇
最
純
（『
司
馬
法
』
は
、『
漢
藝
文
志
』
に
百
五
十
五
篇
あ
り
。

宋
・
元
豊
（
一
〇
七
八
〜
一
〇
八
五
）
の
間
に
五
篇
を
存
し
、
武
経

七
書
の
内
に
編
入
す
。「
仁
本
」「
天
子
の
義
」
の
二
篇
は
最
も
純
な

り
）」
と
見
え
る
。「
仁
本
」「
天
子
之
義
」
は
『
司
馬
法
』
の
篇
名
。
宋
・

王
応
麟
（
一
二
二
三
〜
一
二
九
六
）
の
『
漢
藝
文
志
考
証
』
巻
二
に

「
軍
禮
司
馬
法
百
五
十
五
篇
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、末
尾
の
注
に
、

「
百
五
十
五
篇
、
今
存
五
篇
而
已
（
百
五
十
五
篇
、
今
五
篇
を
存
す
る

の
み
）」
と
言
い
、
ま
た
、
宋
・
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
巻
三
「
李

衛
公
對
問
三
卷
」
に
、「
右
唐
李
靖
對
太
宗
問
兵
事
。
元
豐
中
、
幷
六

韜
・
孫
・
呉
・
三
略
・
尉
繚
子
・
司
馬
兵
法
類
爲
一
書
。
頒
之
武
學
、

名
曰
七
書（
右
唐
李
靖 

太
宗
の
問
い
し
兵
事
に
対こ

た

う
。
元
豊
中
、六
韜
・

孫
・
呉
・
三
略
・
尉
繚
子
・
司
馬
兵
法
の
類
を
幷
せ
て
一
書
と
為
す
。

之
を
武
学
に
頒
か
ち
、名
を
七
書
と
曰
う
）」
と
見
え
る
。「
武
学
」
は
、

軍
人
を
育
成
す
る
た
め
に
各
地
に
置
か
れ
た
学
校
で
あ
る
。
王
鳴
盛

は
、『
漢
藝
文
志
考
証
』
や
『
郡
斎
読
書
志
』
の
記
述
を
念
頭
に
置
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
武
経
七
書
」
と
い
う
呼
称
は
、
例
え

ば
王
応
麟
『
玉
海
』
巻
百
四
十
「
黄
帝
出
軍
訣
」
な
ど
に
見
え
る
。

 
 

こ
れ
ら
の
記
事
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
た
し
か
に
鄭
樵
は

『
司
馬
法
』
の
完
本
を
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
（
鄭
樵

の
生
卒
年
は
、
一
一
〇
四
〜
一
一
六
二
）。

 
 

ま
た
、
姚
振
宗
『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
巻
一
に
は
、「
按
『
司
馬
法
』

一
書
、
自
太
公
・
孫
・
呉
・
王
子
成
父
皆
有
所
論
著
。
至
穰
苴
又
自

爲
兵
法
申
明
之
、
齊
威
王
又
使
大
夫
論
述
、
竝
穰
苴
所
作
、
附
入
其

中
、
合
衆
家
所
著
。
故
有
百
五
十
五
篇
之
多
。
古
書
多
有
後
人
附
益

增
長
、
此
亦
其
一
也
（
按
ず
る
に
『
司
馬
法
』
の
一
書
は
、
太
公
・
孫
・

呉
・
王
子
成
父
自
り
皆
な
論
著
す
る
所
有
り
。
穰
苴
に
至
っ
て
又
自

ら
兵
法
と
為
し
て
之
を
申
明
し
、
斉
の
威
王
は
又
大
夫
の
論
述
を
し

て
、
穰
苴
の
作
す
所
と
並
べ
、
附
し
て
其
の
中
に
入
れ
、
衆
家
の
著

す
所
と
合
せ
し
む
。
故
に
百
五
十
五
篇
の
多
き
有
り
。
古
書
は
多
く

後
人
の
附
益
増
長
す
る
有
り
、
此
れ
も
亦
た
其
の
一
な
り
）」
と
あ
っ

て
、『
司
馬
法
』
が
百
五
十
五
篇
と
い
う
多
数
の
篇
帙
を
有
す
る
理
由

が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

六  

『
隋
志
』
礼
類
に
、「
而
漢
時
有
李
氏
得
『
周
官
』。『
周
官
』
蓋
周

公
所
制
官
政
之
法
。
上
於
河
閒
獻
王
、
獨
闕
冬
官
一
篇
。 

獻
王
購
以

千
金
不
得
、
遂
取
『
考
工
記
』
以
補
其
處
、
合
成
六
篇
奏
之
（
而
し

て
漢
時
に
李
氏
の
『
周
官
』
を
得
る
有
り
。『
周
官
』
は
蓋
し
周
公
制
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す
る
所
の
官
政
の
法
な
り
。
河
間
献
王
に
上

た
て
ま
つる
も
、
独た

だ

冬
官
の
一
篇

を
闕
く
。
献
王
購
う
に
千
金
を
以
て
す
る
も
得
ず
、
遂
に
『
考
工
記
』

を
取
っ
て
其
の
処
を
補
い
、
合
し
て
六
篇
と
成
し
て
之
を
奏
す
）」
と

見
え
る
。
欠
け
て
い
た「
冬
官
」の
一
篇
を『
考
工
記
』に
よ
っ
て
補
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
 

ま
た
、
唐
・
賈
公
彦
『
周
礼
正
義
』「
序
周
礼
廃
興
」
に
は
、「『
周

官
』
孝
武
之
時
始
出
、
秘
而
不
傳
。『
周
禮
』
後
出
者
、
以
其
始
皇
特

惡
之
故
也
。
是
以
馬
融
傳
云
、
秦
自
孝
公
已
下
、
用
商
君
之
法
。
其

政
酷
烈
、
與
『
周
官
』
相
反
。
故
始
皇
禁
挾
書
、
特
疾
惡
、
欲
絶
滅
之
、

搜
求
焚
燒
之
獨
悉
。
是
以
隱
藏
百
年
。
孝
武
帝
始
除
挾
書
之
律
、
開

獻
書
之
路
。
既
出
於
山
巖
屋
壁
、
復
入
于
秘
府
。
五
家
之
儒
、
莫
得

見
焉
。
至
孝
成
皇
帝
、
達
才
通
人
劉
向
子
歆
、
校
理
秘
書
、
始
得
列
序
、

著
于
錄
略
。
然
亡
其
「
冬
官
」
一
篇
、以
『
考
工
記
』
足
之
（『
周
官
』

は
孝
武
の
時
始
め
て
出
づ
る
も
、
秘
し
て
伝
わ
ら
ず
。『
周
礼
』
の
後

出
す
る
は
、
其
れ
始
皇
の
特
に
之
を
悪
み
し
の
故
を
以
て
な
り
。
是

を
以
て
馬
融
の
伝
に
云
う
、
秦
孝
公
自
り
已
下
、
商
君
の
法
を
用
う
。

其
の
政
酷
烈
に
し
て
、『
周
官
』
と
相
い
反
す
。
故
に
始
皇
の
挟
書
を

禁
ず
る
や
、
特
に
疾
悪
し
、
之
を
絶
滅
せ
ん
と
欲
し
、
捜
求
し
て
之

を
焚
焼
す
る
こ
と
独
り
悉
く
す
。
是
を
以
て
隠
蔵
す
る
こ
と
百
年
な

り
。
孝
武
帝
始
め
て
挟
書
の
律
を
除
き
、
献
書
の
路
を
開
く
。
既
に

し
て
山
巌
屋
壁
よ
り
出
で
て
、
復
た
秘
府
に
入
る
。
五
家
の
儒
、
見

る
を
得
る
も
の
莫
し
。
孝
成
皇
帝
に
至
り
、
達
才
通
人
た
る
劉
向
の

子
の
歆
、
秘
書
を
校
理
し
、
始
め
て
列
序
す
る
こ
と
を
得
て
、
録
略

を
著
す
。
然
れ
ど
も
其
の
「
冬
官
」
の
一
篇
を
亡
し
、『
考
工
記
』
を

以
て
之
を
足
す
）」と
あ
る
。
馬
融
の
伝
に
つ
い
て
は
、例
え
ば『
隋
志
』

経
部
『
孝
経
』
類
に
、「
孝
經
一
卷
鄭
氏
注
。
梁
有
馬
融
・
鄭
衆
注
孝

經
二
卷
、
亡
」
と
あ
る
。
な
お
、
朱
彝
尊
『
経
義
考
』
巻
百
二
十
に

引
く
賈
公
彦
の
言
に
、「
是
以
馬
融
傳
云
」
の
一
節
は
な
い
。
林
慶
彰
・

蒋
秋
華
・
楊
晋
竜
・
馮
暁
庭
主
編
『
経
義
考
新
校
』（
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
一
〇
）
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
特
に
指
摘
し
な
い
。

七  

「
別
裁
」に
つ
い
て
は
、本
訳
注
の
該
当
部
分（「
章
学
誠『
校
讎
通
義
』

訳
注
（
二
）
巻
一
「
別
裁
第
四
」「
辨
嫌
名
第
五
」「
補
鄭
第
六
」「
校

讎
條
理
第
七
」」、
文
教
大
学
『
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
七
巻
第
一
号
、

二
〇
一
三
年
九
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八  

『
漢
志
』
諸
子
略
・
道
家
類
の
「『
太
公
』
二
百
三
十
七
篇
」
に
付

さ
れ
た
班
固
の
自
注
に
、「
呂
望
爲
周
師
尚
父
、
本
有
道
者
。
或
有
近

世
又
以
爲
太
公
術
者
。
所
增
加
也
（
呂
望
は
周
の
師
尚
父
為
り
て
、

本
有
道
の
者
な
り
。
或
い
は
近
世
又
以
て
太
公
の
術
と
為
す
者
有
り
。

増
加
す
る
所
な
り
）」
と
あ
る
。

九  

『
漢
志
』
兵
書
略
・
兵
権
謀
家
の
班
固
自
注
に
、「
省
伊
尹
・
太
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公
・
管
子
・
孫
卿
子
・
鶡
冠
子
・
蘇
子
・
蒯
通
・
陸
賈
・
淮
南
王

二
百
五
十
九
種
（
伊
尹
・
太
公
・
管
子
・
孫
卿
子
・
鶡
冠
子
・
蘇
子
・

蒯
通
・
陸
賈
・
淮
南
王
二
百
五
十
九
種
を
省
く
）」
と
あ
る
。

一
〇　

 
班
固
が
用
い
る
「
省
」「
出
」「
入
」
に
つ
い
て
は
、本
訳
注
の
「
互

著
第
三
」（「
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
一
）
巻
一
「
原
道
第
一
」「
宗

劉
第
二
」「
互
著
第
三
」」、
文
教
大
学
『
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
六
巻

第
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

十
一　

『
老
子
』
第
三
十
六
章
に
、「
將
欲
歙
之
、必
固
張
之
。
將
欲
弱
之
、

必
固
強
之
。
將
欲
廢
之
、
必
固
興
之
。
將
欲
奪
之
、
必
固
與
之
。
是

謂
微
明
（
之
を
歙ち
ぢ

め
ん
と
将ほ

欲っ

す
れ
ば
、
必
ず
固し

ば
らく

之
を
張
る
。
之

を
弱
め
ん
と
将
欲
す
れ
ば
、
必
ず
固
く
之
を
強
く
す
。
之
を
廃
せ
ん

と
将
欲
す
れ
ば
、必
ず
固
く
之
を
興
す
。之
を
奪
わ
ん
と
将
欲
す
れ
ば
、

必
ず
固
く
之
を
与
う
。
是
を
微
明
と
謂
う
）」
と
あ
る
。
こ
の
一
節
に

つ
い
て
元
・
呉
澄
は
『
道
徳
真
経
注
』
巻
二
に
お
い
て
、「
其
所
爲
大

概
欲
與
人
之
所
見
相
反
、
而
使
人
不
可
測
知
。
…
…
。
孫
・
呉
・
申
・

韓
之
徒
、
用
其
權
術
、
陷
人
於
死
、
而
人
不
知
。
論
者
以
爲
皆
原
於

老
氏
之
意
。
固
其
立
言
不
能
無
弊
（
其
の
為
す
所
は
大
概
人
の
見
る

所
と
相
い
反
せ
ん
と
欲
し
て
、
人
を
し
て
測
知
す
べ
か
ら
ざ
ら
し
む
。

…
…
。
孫
・
呉
・
申
・
韓
の
徒
、
其
の
権
術
に
用
い
て
、
人
を
死
に

陷
れ
て
、
人
知
ら
ず
。
論
者
は
以
て
皆
な
老
氏
の
意
に
原も
と

づ
く
と
為

す
。
固ま

こ
とに

其
の
言
を
立
つ
る
や
弊
無
き
能
わ
ず
）」
と
言
う
。
道
家
の

言
が
戦
乱
や
権
謀
術
数
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
す
一
節
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
章
学
誠
の
言
う
「
先
儒
」
の
発
言
に
含
ま
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

十
二　

『
史
記
』
巻
六
十
三
・
老
子
韓
非
列
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
太

史
公
曰
、
老
子
所
貴
道
。
虛
無
因
應
、
變
化
於
無
爲
。
故
著
書
辭
、

稱
微
妙
難
識
。
莊
子
散
道
德
放
論
。
要
亦
歸
之
自
然
。
申
子
卑
卑
、

施
之
於
名
實
。
韓
子
引
繩
墨
、
切
事
情
、
明
是
非
。
其
極
慘
礉
少
恩
。

皆
原
於
道
德
之
意
、
而
老
子
深
遠
矣
（
太
史
公
曰
く
、
老
子
の
貴
ぶ

所
は
道
な
り
。
虚
無
に
し
て
因
応
し
、
無
為
に
変
化
す
。
故
に
著
書

の
辞
は
、
微
妙
に
し
て
識
り
難
し
と
称
す
。
荘
子
は
道
徳
を
散
し
て

放
論
す
。
要
は
亦
た
之
を
自
然
に
帰
す
。
申
子
は
卑
卑
と
し
て
、
之

を
名
実
に
施
す
。
韓
子
は
縄
墨
を
引
き
、
事
情
に
切
に
、
是
非
を
明

ら
か
に
す
。
其
れ
極
め
て
惨さ
ん
か
く礉

に
し
て
恩
少
な
し
。
皆
な
道
徳
の
意

に
原
づ
く
は
、
老
子
の
深
遠
な
る
な
り
と
）」。
司
馬
遷
は
、
老
子
の

道
が
荘
子
を
は
じ
め
と
し
て
、
申
不
害
や
韓
非
に
も
影
響
を
与
え
た

と
考
え
て
い
る
。
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公
・
管
子
・
孫
卿
子
・
鶡
冠
子
・
蘇
子
・
蒯
通
・
陸
賈
・
淮
南
王

二
百
五
十
九
種
（
伊
尹
・
太
公
・
管
子
・
孫
卿
子
・
鶡
冠
子
・
蘇
子
・

蒯
通
・
陸
賈
・
淮
南
王
二
百
五
十
九
種
を
省
く
）」
と
あ
る
。

一
〇　

 

班
固
が
用
い
る
「
省
」「
出
」「
入
」
に
つ
い
て
は
、本
訳
注
の
「
互

著
第
三
」（「
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
一
）
巻
一
「
原
道
第
一
」「
宗

劉
第
二
」「
互
著
第
三
」」、
文
教
大
学
『
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
六
巻

第
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

十
一　

『
老
子
』
第
三
十
六
章
に
、「
將
欲
歙
之
、必
固
張
之
。
將
欲
弱
之
、

必
固
強
之
。
將
欲
廢
之
、
必
固
興
之
。
將
欲
奪
之
、
必
固
與
之
。
是

謂
微
明
（
之
を
歙ち
ぢ

め
ん
と
将ほ

欲っ

す
れ
ば
、
必
ず
固し

ば
らく

之
を
張
る
。
之

を
弱
め
ん
と
将
欲
す
れ
ば
、
必
ず
固
く
之
を
強
く
す
。
之
を
廃
せ
ん

と
将
欲
す
れ
ば
、必
ず
固
く
之
を
興
す
。之
を
奪
わ
ん
と
将
欲
す
れ
ば
、

必
ず
固
く
之
を
与
う
。
是
を
微
明
と
謂
う
）」
と
あ
る
。
こ
の
一
節
に

つ
い
て
元
・
呉
澄
は
『
道
徳
真
経
注
』
巻
二
に
お
い
て
、「
其
所
爲
大

概
欲
與
人
之
所
見
相
反
、
而
使
人
不
可
測
知
。
…
…
。
孫
・
呉
・
申
・

韓
之
徒
、
用
其
權
術
、
陷
人
於
死
、
而
人
不
知
。
論
者
以
爲
皆
原
於

老
氏
之
意
。
固
其
立
言
不
能
無
弊
（
其
の
為
す
所
は
大
概
人
の
見
る

所
と
相
い
反
せ
ん
と
欲
し
て
、
人
を
し
て
測
知
す
べ
か
ら
ざ
ら
し
む
。

…
…
。
孫
・
呉
・
申
・
韓
の
徒
、
其
の
権
術
に
用
い
て
、
人
を
死
に

陷
れ
て
、
人
知
ら
ず
。
論
者
は
以
て
皆
な
老
氏
の
意
に
原も
と

づ
く
と
為

す
。
固ま

こ
とに

其
の
言
を
立
つ
る
や
弊
無
き
能
わ
ず
）」
と
言
う
。
道
家
の

言
が
戦
乱
や
権
謀
術
数
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
す
一
節
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
章
学
誠
の
言
う
「
先
儒
」
の
発
言
に
含
ま
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

十
二　

『
史
記
』
巻
六
十
三
・
老
子
韓
非
列
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
太

史
公
曰
、
老
子
所
貴
道
。
虛
無
因
應
、
變
化
於
無
爲
。
故
著
書
辭
、

稱
微
妙
難
識
。
莊
子
散
道
德
放
論
。
要
亦
歸
之
自
然
。
申
子
卑
卑
、

施
之
於
名
實
。
韓
子
引
繩
墨
、
切
事
情
、
明
是
非
。
其
極
慘
礉
少
恩
。

皆
原
於
道
德
之
意
、
而
老
子
深
遠
矣
（
太
史
公
曰
く
、
老
子
の
貴
ぶ

所
は
道
な
り
。
虚
無
に
し
て
因
応
し
、
無
為
に
変
化
す
。
故
に
著
書

の
辞
は
、
微
妙
に
し
て
識
り
難
し
と
称
す
。
荘
子
は
道
徳
を
散
し
て

放
論
す
。
要
は
亦
た
之
を
自
然
に
帰
す
。
申
子
は
卑
卑
と
し
て
、
之

を
名
実
に
施
す
。
韓
子
は
縄
墨
を
引
き
、
事
情
に
切
に
、
是
非
を
明

ら
か
に
す
。
其
れ
極
め
て
惨さ
ん
か
く礉

に
し
て
恩
少
な
し
。
皆
な
道
徳
の
意

に
原
づ
く
は
、
老
子
の
深
遠
な
る
な
り
と
）」。
司
馬
遷
は
、
老
子
の

道
が
荘
子
を
は
じ
め
と
し
て
、
申
不
害
や
韓
非
に
も
影
響
を
与
え
た

と
考
え
て
い
る
。

「文学部紀要」文教大学文学部第28-1号

（15）

文教大学目録学研究会

【
原
文
】

鄭
樵
譏
『
漢
志
』
以
『
世
本
』『
戰
國
策
』『
秦
大
臣
奏
事
』

『
漢
著
記
』
爲
春
秋
類
﹇
注
一
﹈。
是
鄭
樵
未
嘗
知
春
秋
之
家
學
也

﹇
注
二
﹈。『
漢
志
』
不
立
史
部
、
以
史
家
之
言
、
皆
得
春
秋
之
一

體
故
四
書
從
而
附
入
也
。
且
如
後
世
以
紀
傳
一
家
、列
之
正
史
、

而
編
年
自
爲
一
類
、
附
諸
正
史
之
後
﹇
注
三
﹈。
今
『
太
史
公
書
』

列
於
春
秋
、
樵
固
不
得
而
譏
之
矣
。
至
於
國
別
之
書
、
後
世
如

三
國
・
十
六
國
・
九
國
・
十
國
之
類
﹇
注
四
﹈、
自
當
分
別
部
次
、

以
清
類
例
。『
漢
志
』
書
部
無
多
、附
著
春
秋
、最
爲
知
所
原
本
。

又『
國
語
』亦
爲
國
別
之
書
、同
隸
春
秋
﹇
注
五
﹈、樵
未
嘗
譏
正『
國

語
』、
而
但
譏
『
國
策
』、
是
則
所
謂
知
一
十
而
不
知
二
五
者
也

﹇
注
六
﹈。『
漢
著
記
』
則
後
世
起
居
注
之
類
﹇
注
七
﹈、當
時
未
有
專
部
、

附
而
次
之
、
亦
其
宜
也
。『
秦
大
臣
奏
事
』、
在
後
史
當
歸
故
事
、

而
『
漢
志
』
亦
無
專
門
、
附
之
春
秋
、
稍
失
其
旨
。
而
『
世
本
』

則
當
入
於
曆
譜
、『
漢
志
』
既
有
曆
譜
專
門
、
不
當
猶
附
春
秋

耳
﹇
注
八
﹈。
然
曆
譜
之
源
、
本
與
春
秋
相
出
入
者
也
。

右
十
一
之
三

【
訓
読
文
】

鄭
樵
は
『
漢
志
』
の
『
世
本
』『
戦
国
策
』『
秦
大
臣
奏
事
』『
漢

著
記
』
を
以
て
春
秋
類
と
為
す
を
譏
る
。
是
れ
鄭
樵
未
だ
嘗
て

春
秋
の
家
学
を
知
ら
ざ
る
な
り
。『
漢
志
』
は
史
部
を
立
て
ず
、

史
家
の
言
の
、
皆
な
春
秋
の
一
体
を
得
る
を
以
て
の
故
に
四

書
従
い
て
附
入
す
る
な
り
。
且
つ
後
世

紀
伝
の
一
家
を
以
て
、

之
を
正
史
に
列
し
て
、
編
年
も
て
自
ら
一
類
と
為
し
、
諸こ
れ

を
正

史
の
後
に
附
す
る
が
如
し
。
今
『
太
史
公
書
』
は
春
秋
に
列
せ

ら
る
る
も
、
樵
固
よ
り
得
て
し
て
之
を
譏
ら
ず
。
国
別
の
書
に

至
っ
て
は
、
後
世

三
国
・
十
六
国
・
九
国
・
十
国
の
類
の
如

く
、
自
ら
当
に
部
次
を
分
別
す
べ
く
、
以
て
類
例
を
清
ら
か
に

す
。『
漢
志
』
の
書
は
部
に
多
き
無
く
、
春
秋
に
附
著
す
る
は
、

最
も
原
本
な
る
所
を
知
れ
り
と
為
す
。
又
『
国
語
』
も
亦
た
国

別
の
書
と
為
し
て
、同
じ
く
春
秋
に
隷し
た
がう
、樵
未
だ
嘗
て『
国
語
』

を
譏
正
せ
ず
し
て
、
但
『
国
策
』
を
譏
る
は
、
是
れ
則
ち
所
謂

一
十
を
知
り
て
二
五
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。『
漢
著
記
』
は
則

ち
後
世
の
起
居
注
の
類
、
当
時
未
だ
専
部
有
ら
ず
し
て
、
附
し

て
之
に
次
ぐ
る
は
、
亦
た
其
れ
宜
し
き
な
り
。『
秦
大
臣
奏
事
』

は
、
後
史
に
在
り
て
は
当
に
故
事
に
帰
す
べ
き
も
、『
漢
志
』

に
亦
た
専
門
無
く
、
之
を
春
秋
に
附
す
る
は
、
稍
其
の
旨
を
失

う
。
而
し
て
『
世
本
』
は
則
ち
当
に
暦
譜
に
入
る
べ
く
、『
漢
志
』

に
既
に
暦
譜
の
専
門
有
り
て
、
当
に
猶
春
秋
に
附
す
べ
か
ら
ざ
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る
の
み
。
然
る
に
暦
譜
の
源
は
、
本
春
秋
と
与
に
相
い
出
入
す

る
者
な
り
。

右
十
一
の
三

【
現
代
語
訳
】

鄭
樵
は
、『
漢
志
』が『
世
本
』『
戦
国
策
』『
秦
大
臣
奏
事
』『
漢

著
記
』
を
春
秋
類
に
分
類
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ

は
鄭
樵
が
春
秋
と
い
う
一
家
を
な
す
学
問
を
理
解
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
漢
志
』
が
史
部
を
立
て
て
い
な
い
の

は
、
史
家
の
発
言
が
、
み
な
春
秋
の
体
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
の
た
め
先
の
四
書
を
こ
こ
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
ま

る
で
、
後
世
に
お
い
て
紀
伝
体
の
史
書
を
正
史
に
序
列
し
、
編

年
体
の
史
書
を
一
類
に
ま
と
め
て
こ
れ
を
正
史
の
後
に
付
加
し

た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
漢
志
』
に
お
い
て
、『
史
記
』
は
春

秋
類
に
序
列
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭
樵
は
も
と
も
と
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
批
判
し
て
い
な
い
。
後
世
、
三
国
・
十
六
国
・
九
国
・

十
国
の
よ
う
な
国
別
の
書
物
は
、
著
録
を
弁
別
し
て
、
分
類
を

明
確
に
し
て
い
る
。『
漢
志
』
に
著
録
す
る
史
書
は
多
く
は
な

か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
を
春
秋
類
に
著
録
さ
せ
た
の
は
、
学
問

の
根
本
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。ま
た
、『
国
語
』

も
国
別
の
史
書
で
あ
り
、
春
秋
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭

樵
は
『
国
語
』
を
春
秋
類
に
分
類
し
た
こ
と
を
非
難
せ
ず
、
た

だ
『
戦
国
策
』
を
春
秋
類
に
著
録
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
十
を
知
り
な
が
ら
二
五
を
知
ら
な
い
」
と
い
っ
た

片
手
落
ち
の
見
解
で
あ
る
。『
漢
著
記
』
は
後
世
で
あ
れ
ば
起

居
注
類
に
属
す
る
が
、
当
時
、
ま
だ
そ
う
し
た
専
門
の
篇
目
が

な
か
っ
た
た
め
、春
秋
類
に
著
録
し
た
の
は
適
切
で
あ
る
。『
秦

大
臣
奏
事
』
は
、
後
世
で
あ
れ
ば
故
事
類
に
著
録
す
べ
き
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
『
漢
志
』
に
専
門
の
篇
目
が
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
春
秋
類
に
著
録
し
た
の
は
、

や
や
分
類
の
主
旨
を
欠
い
て
い
る
。
そ
し
て
『
世
本
』
は
暦
譜

類
に
著
録
す
べ
き
で
あ
り
、『
漢
志
』
に
も
す
で
に
暦
譜
類
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
春
秋
類
に
著
録
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し

暦
譜
類
の
淵
源
は
、
春
秋
類
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

以
上
十
一
の
三

【
訳
注
】

一  
『
漢
志
』
六
藝
略
・
春
秋
類
に
、「『
世
本
』
十
五
篇
」「『
戰
國
策
』

三
十
三
篇
」「『
奏
事
』
二
十
篇
」「『
漢
著
記
』
百
九
十
卷
」
が
著
録

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
通
志
』
巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編
次
不
明
論
」
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に
は
、「『
漢
志
』
以
『
世
本
』『
戰
國
策
』『
秦
大
臣
奏
事
』『
漢
著
記
』

爲
春
秋
類
、
此
何
義
也
（『
漢
志
』
は
『
世
本
』『
戦
国
策
』『
秦
大
臣

奏
事
』『
漢
著
記
』
を
以
て
春
秋
類
と
為
す
、
此
れ
何
の
義
な
る
や
）」

と
見
え
て
い
る
。

二  

鄭
樵
が
『
世
本
』
な
ど
の
書
物
を
春
秋
類
に
収
め
る
べ
き
で
は
な

い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、余
嘉
錫
も
批
判
的
で
あ
る
。『
目

録
学
発
微
』
第
十
章
・「
目
録
類
例
之
沿
革
」
に
、「
而
鄭
樵
乃
謂
『
世

本
』
諸
書
不
當
入
春
秋
類
。
然
樵
又
嘗
曰
、「
月
令
乃
礼
家
之
一
類
、

以
其
爲
書
之
多
、
故
爲
專
類
」。
夫
可
以
書
之
多
而
分
、
獨
不
可
以
書

之
少
而
合
乎
」
と
あ
っ
て
、
書
物
の
多
寡
に
よ
っ
て
分
類
が
変
わ
る

こ
と
を
深
く
は
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
鄭
樵
を
難
じ
て
い

る
。
な
お
、
鄭
樵
の
発
言
は
、『
通
志
』
巻
七
十
一
・
校
讎
略
・「
編

次
之
訛
論
」
に
見
え
て
い
る
。

三  

例
え
ば
、
新
旧
両
『
唐
志
』
は
、「
正
史
」
の
次
に
「
編
年
」
の
部

目
を
立
て
て
い
る
。

四  

『
新
唐
志
』雑
史
類
に
、「
員
半
千『
三
國
春
秋
』二
十
卷
」が
、『
隋
志
』

覇
史
類
に
、「『
十
六
國
春
秋
』
一
百
卷
、
魏
崔
鴻
撰
」
が
そ
れ
ぞ
れ

著
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
直
斎
書
録
解
題
』巻
五
・
偽
史
類
に
、「『
九

國
志
』五
十
一
卷
、左
正
言
知
制
誥
祁
陽
路
振
子
發
撰
。九
國
者
、謂
呉
・

唐
・
二
蜀
・
東
南
二
漢
・
閩
・
楚
・
呉
越
、
各
爲
世
家
列
傳
、
凡
爲

四
十
九
卷
。
末
二
卷
爲
北
楚
、書
高
季
興
事
、張
唐
英
所
補
撰
也
（『
九

国
志
』
五
十
一
巻
、
左
正
言
知
制
誥
祁
陽
路
振
子
発
撰
。
九
国
と
は
、

呉
・
唐
・
二
蜀
・
東
南
二
漢
・
閩
・
楚
・
呉
越
を
謂
い
、
各
お
の
世

家
列
伝
を
為
し
、凡
そ
四
十
九
巻
と
為
す
。末
の
二
巻
は
北
楚
と
為
し
、

高
季
興
の
事
を
書
し
、
張
唐
英
の
補
撰
す
る
所
な
り
）」
と
言
い
、
同

じ
く
、「『
十
國
紀
年
』
四
十
卷
、
劉
恕
撰
。
十
國
者
、
卽
前
九
國
之
外
、

益
以
荊
南
。
張
唐
英
所
謂
北
楚
也
（『
十
国
紀
年
』
四
十
巻
、劉
恕
撰
。

十
国
と
は
、
即
ち
前
の
九
国
の
外
、
益
す
に
荊
南
を
以
て
す
。
張
唐

英
の
北
楚
と
謂
う
所
な
り
）」
と
も
言
う
。
路
振
は
宋
の
人
で
、
字
は

子
発
。
高
季
興
（
字
、
貽
孫
）
は
、
五
代
の
人
物
で
、
南
平
王
に
封

ぜ
ら
れ
た
。
張
唐
英
、
字
、
次
功
も
宋
の
人
で
あ
る
。
劉
恕
も
同
じ

く
宋
の
人
で
字
は
道
原
、『
資
治
通
鑑
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
る
。

五  

『
漢
志
』
六
藝
略
・
春
秋
類
に
、「『
國
語
』
二
十
一
篇
」
が
著
録
さ

れ
て
い
る
。

六  

『
史
記
』
巻
四
十
一
・
越
王
句
践
世
家
に
、「
且
王
之
所
求
者
、
鬬

晉
楚
也
。
晉
楚
不
鬬
、
越
兵
不
起
、
是
知
二
五
而
不
知
十
也
（
且
つ

王
の
求
む
る
所
は
、
晋
楚
を
闘
わ
す
こ
と
な
り
。
晋
楚
闘
わ
ざ
れ
ば
、

越
兵
起
こ
ら
ず
、
是
れ
二
五
を
知
り
て
十
を
知
ら
ざ
る
な
り
）」
と
あ

る
の
に
基
づ
く
。



–135–

章学誠『校讎通義』訳注（四）巻二 　「鄭樵誤校漢志第十一」「焦竑誤校漢志第十二」

（18）

七  

『
隋
志
』
史
部
に
起
居
注
の
篇
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う

な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
起
居
注
者
、
錄
紀
人
君
言
行
・
動
止

之
事
。『
春
秋
傳
』曰
、「
君
舉
必
書
、書
而
不
法
、後
嗣
何
觀
」。『
周
官
』、

「
内
史
掌
王
之
命
、遂
書
其
副
而
藏
之
」。
是
其
職
也
。
漢
武
帝
有
『
禁

中
起
居
注
』、
後
漢
明
德
馬
后
撰
『
明
帝
起
居
注
』、
然
則
漢
時
起
居
、

似
在
宮
中
、
爲
女
史
之
職
（
起
居
注
は
、
人
君
の
言
行
・
動
止
の
事

を
録
紀
す
。『
春
秋
伝
』（
荘
公
二
十
三
年
）
に
曰
う
、「
君
の
挙
は
必

ず
書
す
、
書
し
て
法
な
ら
ざ
れ
ば
、
後
嗣
何
を
か
観
ん
」
と
。『
周
官
』

（『
周
礼
』
春
官
内
史
）
に
、「
内
史
は
王
の
命
を
掌
つ
か
さ
どり
、
遂
に
其
の
副

を
書
し
て
之
を
蔵
す
」
と
。
是
れ
其
の
職
な
り
。
漢
武
帝
に
『
禁
中

起
居
注
』
有
り
、
後
漢
明
徳
馬
后
は
『
明
帝
起
居
注
』
を
撰
す
、
然

ら
ば
則
ち
漢
時
の
起
居
は
、
宮
中
に
在
り
て
、
女
史
の
職
為
る
が
似ご
と

し
）」。

八  

『
校
讎
通
義
通
解
』
は
、「
至
於
『
世
本
』、
章
學
誠
認
爲
不
應
當
附

入
春
秋
、
而
應
當
歸
入
曆
譜
。
我
認
爲
現
有
的
『
世
本
』
已
經
不
是

原
書
、
根
據
後
人
的
輯
本
、
知
道
裏
面
有
「
王
侯
大
夫
譜
」、
這
大
概

是
章
學
誠
想
歸
入
曆
譜
的
原
因
。
可
是
輯
本
中
還
有
「
居
篇
」「
作
篇
」

「
氏
姓
篇
」「
帝
繫
篇
」
等
、又
有
「
世
家
」
和
「
傳
」、這
樣
看
來
、『
世

本
』
的
内
容
組
織
已
經
和
紀
傳
體
的
『
太
史
公
書
』
相
差
不
遠
、『
世
本
』

附
入
春
秋
、
正
和
『
太
史
公
書
』
附
入
春
秋
是
一
樣
的
道
理
、
章
學

誠
對
「『
世
本
』
當
入
於
曆
譜
」
的
意
見
不
一
定
正
確
、
是
有
商
榷
的

餘
地
的
（『
世
本
』
に
つ
い
て
章
学
誠
は
、
春
秋
類
で
は
な
く
、
暦
譜

類
に
著
録
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
私
が
現
在
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
『
世
本
』
は
す
で
に
原
著
で
は
な
く
、
後
人
が
逸
文
を
収
集

し
た
も
の
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
王
侯
大
夫
譜
」
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
章
学
誠
が
『
世
本
』
を
暦
譜
類
に
著
録
し
よ
う
と
し
た

原
因
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、こ
の
輯
本
に
は
「
居
篇
」「
作
篇
」

「
氏
姓
篇
」「
帝
繫
篇
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、「
世
家
」
や
「
伝
」
も

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
見
て
み
る
と
、『
世
本
』
の
内
容

や
構
成
は
紀
伝
体
の
『
太
史
公
書
』
と
す
で
に
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
の
だ
か
ら
、『
世
本
』
を
春
秋
類
に
著
録
す
る
の
は
、『
太
史
公
書
』

を
春
秋
類
に
著
録
す
る
の
と
同
じ
道
理
で
あ
る
。
章
学
誠
の「『
世
本
』

は
暦
譜
類
に
著
録
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
は
必
ず
し
も
正
確
で
は

な
く
、
考
察
の
余
地
が
あ
る
）」
と
言
っ
て
い
て
、
章
学
誠
の
見
解
に

疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

【
原
文
】

以
劉
歆
・
任
宏
重
複
・
著
錄
之
理
推
之
、『
戰
國
策
﹇
注
一
﹈』一
書
、

當
與
兵
書
之
權
謀
條
・
諸
子
之
縱
横
家
、
重
複
・
互
注
﹇
注
二
﹈。

乃
得
盡
其
條
理
。『
秦
大
臣
奏
事
﹇
注
三
﹈』、
當
與
『
漢
高
祖
傳
』
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七  

『
隋
志
』
史
部
に
起
居
注
の
篇
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う

な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
起
居
注
者
、
錄
紀
人
君
言
行
・
動
止

之
事
。『
春
秋
傳
』曰
、「
君
舉
必
書
、書
而
不
法
、後
嗣
何
觀
」。『
周
官
』、

「
内
史
掌
王
之
命
、遂
書
其
副
而
藏
之
」。
是
其
職
也
。
漢
武
帝
有
『
禁

中
起
居
注
』、
後
漢
明
德
馬
后
撰
『
明
帝
起
居
注
』、
然
則
漢
時
起
居
、

似
在
宮
中
、
爲
女
史
之
職
（
起
居
注
は
、
人
君
の
言
行
・
動
止
の
事

を
録
紀
す
。『
春
秋
伝
』（
荘
公
二
十
三
年
）
に
曰
う
、「
君
の
挙
は
必

ず
書
す
、
書
し
て
法
な
ら
ざ
れ
ば
、
後
嗣
何
を
か
観
ん
」
と
。『
周
官
』

（『
周
礼
』
春
官
内
史
）
に
、「
内
史
は
王
の
命
を
掌
つ
か
さ
どり

、
遂
に
其
の
副

を
書
し
て
之
を
蔵
す
」
と
。
是
れ
其
の
職
な
り
。
漢
武
帝
に
『
禁
中

起
居
注
』
有
り
、
後
漢
明
徳
馬
后
は
『
明
帝
起
居
注
』
を
撰
す
、
然

ら
ば
則
ち
漢
時
の
起
居
は
、
宮
中
に
在
り
て
、
女
史
の
職
為
る
が
似ご
と

し
）」。

八  

『
校
讎
通
義
通
解
』
は
、「
至
於
『
世
本
』、
章
學
誠
認
爲
不
應
當
附

入
春
秋
、
而
應
當
歸
入
曆
譜
。
我
認
爲
現
有
的
『
世
本
』
已
經
不
是

原
書
、
根
據
後
人
的
輯
本
、
知
道
裏
面
有
「
王
侯
大
夫
譜
」、
這
大
概

是
章
學
誠
想
歸
入
曆
譜
的
原
因
。
可
是
輯
本
中
還
有
「
居
篇
」「
作
篇
」

「
氏
姓
篇
」「
帝
繫
篇
」
等
、又
有
「
世
家
」
和
「
傳
」、這
樣
看
來
、『
世

本
』
的
内
容
組
織
已
經
和
紀
傳
體
的
『
太
史
公
書
』
相
差
不
遠
、『
世
本
』

附
入
春
秋
、
正
和
『
太
史
公
書
』
附
入
春
秋
是
一
樣
的
道
理
、
章
學

誠
對
「『
世
本
』
當
入
於
曆
譜
」
的
意
見
不
一
定
正
確
、
是
有
商
榷
的

餘
地
的
（『
世
本
』
に
つ
い
て
章
学
誠
は
、
春
秋
類
で
は
な
く
、
暦
譜

類
に
著
録
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
私
が
現
在
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
『
世
本
』
は
す
で
に
原
著
で
は
な
く
、
後
人
が
逸
文
を
収
集

し
た
も
の
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
王
侯
大
夫
譜
」
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
章
学
誠
が
『
世
本
』
を
暦
譜
類
に
著
録
し
よ
う
と
し
た

原
因
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、こ
の
輯
本
に
は
「
居
篇
」「
作
篇
」

「
氏
姓
篇
」「
帝
繫
篇
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、「
世
家
」
や
「
伝
」
も

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
見
て
み
る
と
、『
世
本
』
の
内
容

や
構
成
は
紀
伝
体
の
『
太
史
公
書
』
と
す
で
に
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
の
だ
か
ら
、『
世
本
』
を
春
秋
類
に
著
録
す
る
の
は
、『
太
史
公
書
』

を
春
秋
類
に
著
録
す
る
の
と
同
じ
道
理
で
あ
る
。
章
学
誠
の「『
世
本
』

は
暦
譜
類
に
著
録
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
は
必
ず
し
も
正
確
で
は

な
く
、
考
察
の
余
地
が
あ
る
）」
と
言
っ
て
い
て
、
章
学
誠
の
見
解
に

疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

【
原
文
】

以
劉
歆
・
任
宏
重
複
・
著
錄
之
理
推
之
、『
戰
國
策
﹇
注
一
﹈』一
書
、

當
與
兵
書
之
權
謀
條
・
諸
子
之
縱
横
家
、
重
複
・
互
注
﹇
注
二
﹈。

乃
得
盡
其
條
理
。『
秦
大
臣
奏
事
﹇
注
三
﹈』、
當
與
『
漢
高
祖
傳
』

「文学部紀要」文教大学文学部第28-1号
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『
孝
文
傳
』﹇
原
注
：
注
稱
論
述
・
册
詔
﹇
注
四
﹈﹈
諸
書
、
同
入
『
尚

書
』
部
次
。
蓋
君
上
詔
誥
・
臣
下
章
奏
、皆
『
尚
書
』
訓
誥
﹇
注
五
﹈

之
遺
。
後
世
以
之
攙
入
集
部
者
﹇
注
六
﹈、
非
也
。
凡
典
章
・
故
事
、

皆
當
視
此
。

右
十
一
之
四

【
訓
読
文
】

劉
歆
・
任
宏
の
重
複
・
著
録
の
理
を
以
て
之
を
推
す
に
、『
戦

国
策
』
の
一
書
は
、
当
に
兵
書
の
権
謀
の
条
・
諸
子
の
縦
横
家

と
与
に
し
、
重
複
・
互
注
す
べ
し
。
乃
ち
其
の
条
理
を
尽
く
す

を
得
ん
。『
秦
大
臣
奏
事
』は
、当
に『
漢
高
祖
伝
』『
孝
文
伝
』﹇
原

注
：
注
に
論
述
・
冊
詔
と
称
す
﹈
の
諸
書
と
与
に
、
同
じ
く
『
尚

書
』
の
部
次
に
入
る
べ
し
。
蓋
し
君
上
の
詔
誥
・
臣
下
の
章
奏

は
、
皆
な
『
尚
書
』
の
訓
誥
の
遺の
こ

り
な
り
。
後
世　

之
を
以
て

集
部
に
攙
入
す
る
は
、
非
な
り
。
凡
て
典
章
・
故
事
は
、
皆
な

当
に
此
れ
を
視
る
べ
し
。

右
十
一
の
四

【
現
代
語
訳
】

劉
歆
・
任
宏
が
重
複
し
て
著
録
し
た
理
屈
か
ら
考
え
て
み
る

と
、『
戦
国
策
』
は
、
兵
書
略
の
兵
権
謀
類
と
諸
子
略
の
縦
横

家
類
の
両
方
に
重
ね
て
著
録
し
、
互
い
に
注
を
付
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
劉
歆
・
任
宏
の
理
屈
が
捉
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、『
秦
大
臣
奏
事
』
は
、『
漢
高
祖
伝
』
や
『
孝
文
伝
』﹇
原

注
：
注
に
、
論
述
し
た
り
詔
を
書
き
付
け
た
り
し
た
も
の
と
あ

る
﹈
の
諸
書
と
と
も
に
、
同
じ
く
『
尚
書
』
の
部
目
に
収
め
る

べ
き
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
君
子
の
詔
や
臣
下
の
奏
し
た
文

は
、
み
な
『
尚
書
』
の
訓
誥
を
受
け
継
い
で
い
る
。
後
世
、
こ

れ
ら
の
書
物
を
集
部
に
収
め
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
す
べ
て
制

度
や
法
令
、
故
事
に
関
す
る
書
物
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
考
え

方
に
な
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
十
一
の
四

【
訳
注
】

一  
 『

戦
国
策
』
は
『
漢
志
』
六
藝
略
・
春
秋
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。

二  

重
複
し
て
著
録
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、「
互
著
第
三
」
に
詳
し
い
。

本
訳
注
の
該
当
部
分
（「
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
一
）
巻
一
「
原

道
第
一
」「
宗
劉
第
二
」「
互
著
第
三
」」、『
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
二
十
六
巻
第
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
執
筆
は
宇
賀
神
秀
一
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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三  

『
漢
志
』
六
藝
略
・
春
秋
類
に
「『
奏
事
』
二
十
篇
」
が
著
録
さ
れ

て
お
り
、
班
固
の
自
注
に
、「
秦
時
大
臣
奏
事
、
及
刻
石
名
山
文
也
（
秦

時
の
大
臣
の
奏
事
、
及
び
名
山
に
刻
石
す
る
の
文
な
り
）」
と
あ
る
。

四  

『
漢
志
』
諸
子
略
・
儒
家
類
に
、「『
高
祖
傳
』
十
三
篇
」
が
著
録
さ

れ
て
お
り
、
班
固
の
自
注
に
、「
高
祖
與
大
臣
述
古
語
、
及
詔
策
也
（
高

祖
と
大
臣
と
古
を
述
べ
し
語
、
及
び
詔
策
な
り
）」
と
あ
る
。
同
じ
く

儒
家
類
に
は
、「『
孝
文
傳
』
十
一
篇
」
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
班
固

の
自
注
に
、「
文
帝
所
稱
及
詔
策
（
文
帝
称
す
る
所
及
び
詔
策
）」
と

見
え
る
。
本
訳
注
の
「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」「
十
之
九
」
の
注
四
も

参
照
さ
れ
た
い
。

五  

「
訓
誥
」
の
訓
は
教
え
導
く
文
、
誥
は
諸
侯
が
集
ま
っ
た
と
き
に
奏

す
る
文
。
孔
安
国
の
『
尚
書
』
序
に
、「
典
謨
訓
誥
誓
命
之
文
、
凡
百

篇
（
典
謨
訓
誥
誓
命
の
文
、
凡
そ
百
篇
）」
と
あ
る
。

六  

こ
れ
に
関
連
す
る
記
述
と
し
て
、『
校
讎
通
義
』
巻
二
・「
焦
竑
誤

校
漢
志
第
十
二
」・
十
二
之
三
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

 
 

焦
竑
以
『
漢
志
』・『
尚
書
』
類
中
『
議
奏
』
四
十
二
篇
入
『
尚
書
』

爲
非
、
因
改
入
於
集
部
。
按
議
奏
之
不
當
入
集
、
已
別
具
論
、
此
不

復
論
矣
。
考
『
議
奏
』
之
下
、
班
固
自
注
、「
謂
宣
帝
時
石
渠
論
也
。

韋
昭
謂
石
渠
爲
閣
名
、
於
此
論
書
」。
是
則
此
處
之
所
謂
議
奏
、
乃
是

漢
孝
宣
時
、
於
石
渠
閣
大
集
諸
儒
、
討
論
經
旨
同
異
、
帝
爲
稱
制
臨

決
之
篇
、而
非
廷
臣
章
奏
封
事
之
屬
也
。
以
其
奏
御
之
篇
、故
名
奏
議
。

其
實
與
疏
解
講
義
之
體
相
類
。
劉
・
班
附
之
『
尚
書
』、
宜
矣
。
焦
竑

不
察
、
而
妄
附
於
後
世
之
文
集
、
何
其
不
思
之
甚
邪
﹇
原
注
：
秦
大

臣
奏
事
附
於
『
春
秋
』、
此
爲
劉
・
班
之
遺
法
也
﹈。

焦
竑
誤
校
漢
志
﹇
注
一
﹈
第
十
二

【
原
文
】

自
劉
・
班
而
後
、
藝
文
著
録
、
僅
知
甲
乙
部
次
、
用
備
稽
檢

而
已
。
鄭
樵
氏
興
、始
爲
辨
章
學
術
、考
竟
源
流
、於
是
特
著『
校

讐
』
之
略
。
雖
其
説
不
能
盡
當
、
要
爲
略
見
大
意
、
爲
著
録
家

所
不
可
廢
矣
﹇
注
二
﹈。
樵
志
以
後
、
史
家
積
習
相
沿
、
舛
訛
雜
出
。

著
録
之
書
、
校
樵
以
前
其
失
更
甚
。
此
則
無
人
繼
起
、
爲
之
申

明
家
學
之
咎
也
。
明
焦
竑
撰
『
國
史
經
籍
志
』﹇
注
三
﹈。
其
書
之

得
失
、
別
具
論
次
於
後
﹇
注
四
﹈。
特
其
『
糾
繆
』
一
卷
、
譏
正
前

代
著
録
之
誤
、
雖
其
識
力
不
逮
鄭
樵
、
而
整
齊
有
法
、
去
汰
裁

甚
﹇
注
五
﹈、要
亦
有
可
節
取
者
焉
。
其
糾『
漢
志
』一
十
三
條
﹇
注
六
﹈、

似
亦
不
爲
無
見
。
特
竑
未
悉
古
今
學
術
源
流
、
不
於
離
合
異
同

之
間
、
深
求
其
故
。
而
觀
其
所
議
、
乃
是
僅
求
甲
乙
部
次
、
苟

無
違
越
而
已
。
此
則
可
謂
簿
記
守
成
法
、
而
不
可
爲
校
讐
家
議
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著
作
也
。
今
即
其
所
擧
、
各
爲
推
論
、
以
進
於
古
人
之
法
度
焉
。

右
十
二
之
一

【
訓
読
文
】

劉
・
班
よ
り
而
後
、
芸
文
の
著
録
、
僅
か
に
甲
乙
部
次
を
知

り
、
用
て
稽
検
に
備
う
る
の
み
。
鄭
樵
氏
興
り
て
、
始
め
て
学

術
を
辨
章
し
、
源
流
を
考
竟
す
る
を
為
し
、
是
に
於
い
て
特
に

校
讐
の
略
を
著
す
。
其
の
説
尽
く
は
当
る
能
わ
ず
と
雖
ど
も
、

要
ず
大
意
を
略
見
す
る
を
為
し
、
著
録
家
の
廃
す
べ
か
ら
ざ
る

所
と
為
る
。
樵
志
よ
り
以
後
、
史
家
積
習
相
沿
す
れ
ど
も
、
舛

訛
雑
出
す
。
著
録
の
書
、
樵
よ
り
以
前
に
校
べ
て
其
の
失
う
こ

と
更
に
甚
し
。
此
れ
則
ち
人
の
継
ぎ
起
こ
り
て
、
之
が
為
に
家

学
を
申
明
す
る
こ
と
無
き
の
咎
な
り
。
明
の
焦
竑
『
國
史
經
籍

志
』
を
撰
す
。
其
の
書
の
得
失
は
、
別
に
具
さ
に
論
じ
て
後
に

次
ぐ
。
特
に
其
の
『
糾
繆
』
一
巻
は
、
前
代
著
録
の
誤
り
を
譏

正
し
、
其
の
識
力
鄭
樵
に
逮
ば
ず
と
雖
も
、
而
る
に
整
斉
す
る

に
法
有
り
て
、
汰
を
去
り
甚
を
裁
ち
、
要
ず
亦
た
節
取
す
べ
き

者
有
り
。
其
の
『
漢
志
』
を
糾
す
る
こ
と
一
十
三
條
、
亦
た
見

無
し
と
為
さ
ざ
る
に
似
た
り
。
特
だ
竑
未
だ
古
今
学
術
の
源
流

を
悉
ら
か
に
せ
ず
、
離
合
異
同
の
間
に
於
い
て
、
深
く
其
の
故

を
求
め
ず
。
而
し
て
其
の
議
す
る
所
を
観
る
に
、
乃
ち
是
れ
僅

か
に
甲
乙
部
次
を
求
め
、
苟
し
く
も
違
越
無
き
の
み
。
此
れ
則

ち
簿
記
成
法
を
守
る
と
謂
う
べ
く
、
而
し
て
校
讐
家
の
著
作
を

議
る
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。今
其
の
挙
ぐ
る
所
に
即
き
て
、

各
お
の
推
論
を
為
せ
ば
、
以
て
古
人
の
法
度
に
進
ま
し
む
る
な

り
。右

十
二
之
一

【
現
代
語
訳
】

劉
歆
・
班
固
以
降
、
書
物
の
目
録
は
、
た
だ
分
類
に
順
っ
て

並
べ
立
て
、
考
え
た
り
調
べ
た
り
す
る
為
に
設
け
る
の
み
で

あ
っ
た
。
鄭
樵
に
至
っ
て
、
初
め
て
学
術
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
源
流
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
「
校
讐
略
」
を
著
し
た
。
そ
の

説
は
全
て
至
当
な
も
の
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
大
意
を
示
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、後
代
の
著
録
家
は
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

鄭
樵
の
『
通
志
』
以
後
、
史
学
者
は
そ
の
慣
習
を
受
け
継
ぎ
は

し
た
が
、混
乱
が
多
く
生
じ
た
。
鄭
樵
以
前
の
目
録
と
比
べ
て
、

そ
の
実
を
失
う
様
は
誠
に
ひ
ど
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
鄭
樵
の
様

な
才
を
持
っ
た
人
物
が
現
れ
な
か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
家

学
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
よ
る
弊
害
で
あ
る
。
明
の
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焦
竑
は
『
國
史
經
籍
志
』
を
撰
述
し
た
。『
國
史
經
籍
志
』
に

採
録
さ
れ
た
書
物
の
長
短
に
つ
い
て
は
、
そ
の
類
別
ご
と
に
附

さ
れ
た
敍
の
中
で
詳
細
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
特
に
『
糾
繆
』

の
一
巻
は
、
前
代
の
著
録
の
誤
り
を
改
正
し
て
お
り
、
そ
の
知

識
は
鄭
樵
に
及
ば
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
秩
序
だ
て
さ
れ
た
法

則
性
が
確
か
に
存
在
し
、
極
端
な
箇
所
は
き
ち
ん
と
省
略
さ
れ

て
お
り
、
必
ず
取
り
入
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も

『
漢
志
』
の
誤
り
を
糾
弾
し
た
十
三
條
も
ま
た
、
見
識
が
無
い

と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
焦
竑
は
未
だ
古
今
学
術

の
源
流
を
明
ら
か
に
は
し
て
お
ら
ず
、
分
類
が
離
れ
た
り
く
っ

つ
い
た
り
す
る
現
象
、
そ
の
理
由
を
究
明
す
る
に
至
っ
て
い
な

い
。
焦
竑
の
議
論
す
る
所
を
見
る
と
、
わ
ず
か
に
分
類
や
順
序

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
誤
り
さ
え
無
け
れ
ば

そ
れ
で
良
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
簡
単
な
帳
面
の

法
則
、
す
な
わ
ち
部
次
順
序
は
守
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
あ
っ
て
、
校
讐
家
の
著
作
を
真
に
議
論
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
で
今
、
焦
竑
『
國
史
經
籍
志
』
の
持
つ
問
題
点
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
議
論
を
加
え
、
そ
し
て
古
人
の
規
範
に

接
近
す
る
。

右
十
二
の
一

【
訳
注
】

一  

焦
竑
（
一
五
四
一
〜
一
六
二
〇
）
は
明
の
江
寧
の
人
。
字
は
弱
侯
、

号
は
澹
園
。『
明
史
』
焦
竑
傳
に
「
焦
竑
、
字
弱
侯
、
江
寧
人
。
爲
諸

生
、
有
盛
名
。
從
督
學
御
史
耿
定
向
學
、
復
質
疑
於
羅
汝
芳
。
舉
嘉

靖
四
十
三
年
鄕
試
、
下
第
還
。
定
向
遴
十
四
郡
名
士
讀
書
崇
正
書
院
、

以
竑
爲
之
長
。
及
定
向
里
居
、
復
往
從
之
。
萬
暦
十
七
年
、
始
以
殿

試
第
一
人
官
翰
林
修
撰
、
益
討
習
國
朝
典
章
。
二
十
二
年
、
大
學
士

陳
于
陛
建
議
修
國
史
、
欲
竑
專
領
其
事
。
竑
遜
謝
、
乃
先
撰
經
籍
志
、

其
他
率
無
所
撰
、
館
亦
竟
罷
」
と
あ
る
。
萬
暦
二
十
二
年
に
陳
于
陛

が
國
史
編
纂
の
建
議
を
行
い
、
そ
の
編
纂
を
焦
竑
に
任
じ
た
の
で
あ

る
が
、『
國
史
』
編
纂
の
業
務
は
經
籍
志
以
外
の
部
分
の
完
成
を
待
た

ず
に
廃
さ
れ
た
。
な
お
、『
國
史
經
籍
志
』
に
つ
い
て
は
内
田
健
太
「
焦

竑『
国
史
経
籍
志
』考
」（「
東
洋
古
典
學
研
究
」第
８
集
、一
九
九
九
年
）

に
詳
細
な
論
究
が
あ
る
。

　

  

ま
た
、
こ
こ
で
章
學
誠
が
い
う
「
焦
竑
誤
校
漢
志
」
と
は
、『
國
史

經
籍
志
』
付
録
の
「
糾
繆
」
一
巻
中
に
見
え
る
、
焦
竑
が
『
漢
書
』

藝
文
志
の
誤
り
を
改
正
し
た
箇
所
を
指
す
。
な
お
「
糾
繆
」
は
、『
漢

書
』
藝
文
志
以
降
、『
隋
書
』
経
籍
史
・『
新
唐
書
』
藝
文
志
・『
四
庫

書
目
』・『
宋
史
』
藝
文
志
・『
崇
文
總
目
』・
鄭
樵
の
『
通
史
』
藝
文
略
・

『
郡
齊
読
書
志
』・『
文
献
通
考
』
経
籍
考
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
り
も
改
正
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し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
『
明
史
』
藝
文
志
に
「
明
萬

暦
中
、
修
撰
焦
竑
修
國
史
、
輯
經
籍
志
、
號
稱
詳
博
。
然
延
閣
廣
内

之
藏
、
竑
亦
無
從
徧
覽
、
則
前
代
陳
編
、
何
憑
記
録
、
區
區
掇
拾
遺
聞
」

と
あ
る
様
に
、『
國
史
經
籍
志
』
に
対
す
る
後
世
の
評
価
は
低
い
。

二  

鄭
樵
の
『
通
志
』
校
讐
略
に
つ
い
て
は
、『
文
史
通
義
』
申
鄭
の
条
、

並
び
に
『
校
讐
通
義
』
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
の
条
に
於
い
て
も
言

及
し
て
い
る
。

三  

焦
竑
が
『
國
史
經
籍
志
』
を
編
纂
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
注
一
参

看
の
こ
と
。『
國
史
經
籍
志
』
五
巻
は
、
経
籍
を
制
書
・
經
・
史
・
子
・

集
の
五
部
に
分
類
し
た
も
の
。
従
来
の
四
部
で
は
な
く
、
制
書
を
部

立
て
し
て
五
部
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
焦
竑
は
、『
國
史
經
籍
志
』
序

に
於
い
て
「
劉
歆
七
略
類
例
精
已
。
荀
勗
乃
更
著
新
録
、
析
爲
四
部
。

合
兵
書
・
術
數
・
方
伎
於
諸
子
、
春
秋
之
内
別
出
史
記
、
經
・
子
・

文
賦
一
仍
其
舊
。
繇
近
世
史
籍
猥
衆
、
若
循
七
略
、
多
寡
不
均
。
故

謝
靈
運
・
任
昉
悉
以
勗
例
銓
書
、
良
謂
此
也
。
今
之
所
録
、
亦
準
勗

例
、
以
當
代
見
存
之
書
、
統
於
四
部
。
而
御
製
諸
書
、
則
冠
其
首
焉

（
劉
歆
七
略
の
類
例
精
な
る
の
み
。
荀
勗
乃
ち
更
に
新
録
を
著
し
、
析

き
て
四
部
と
為
す
。
兵
書
・
術
数
・
方
伎
を
諸
子
に
合
し
、
春
秋
の

内
よ
り
別
に
史
記
を
出
だ
し
、
経
・
子
・
文
賦
は
一
に
其
の
旧
に
仍

る
。
近
世
の
史
籍
猥
り
に
衆
き
に
繇
り
、
若
し
七
略
に
循
え
ば
、
多

寡
均
し
か
ら
ず
。
故
に
謝
霊
運
・
任
昉
悉
く
勗
の
例
を
以
て
書
を
銓

る
は
、
良
に
此
れ
を
謂
う
な
り
。
今
の
録
す
る
所
、
亦
た
勗
の
例
に

準
い
、当
代
見
存
の
書
を
以
て
、四
部
に
統
ぶ
。
而
し
て
御
製
諸
書
は
、

則
ち
其
の
首
に
冠
す
）」
と
述
べ
て
い
る
。

四  

例
え
ば
『
國
史
經
籍
志
』
の
子
類
・
墨
家
に
は
「
晏
子
春
秋
十
二

巻
」
が
分
類
さ
れ
て
お
り
、
墨
家
類
の
小
敍
に
「
晏
子
春
秋
舊
列
儒

家
。
其
尚
同
・
兼
愛
・
非
樂
・
節
用
・
非
厚
葬
・
久
喪
・
非
儒
・
明

鬼
、
無
一
不
出
墨
氏
。
…
…
今
附
著
於
篇
」
と
あ
る
様
に
、
そ
の
類

目
に
分
類
さ
れ
た
書
物
の
説
明
が
そ
の
小
敍
に
於
い
て
示
さ
れ
て
い

る
。「
其
書
之
得
失
、別
具
論
次
於
後
」
は
こ
の
様
な
事
象
を
指
す
か
。

一
方
で
王
重
民
は
『
校
讎
通
義
通
解
』
に
於
い
て
、「〝
別
具
論
次
於
後
〞

今
本
後
面
并
没
有
論
次
《
國
史
經
籍
志
》
的
地
方
。
但
這
也
并
不
是

無
的
放
矢
，
由
于
這
是
原
稿
里
的
一
句
話
，
修
正
時
没
有
刪
去
」
と

す
る
。

五  

「
汰
」
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
宣
公
四
年
の
「
伯
棼
射
王
。
汰
輈
及
鼓

跗
、
著
於
丁
寧
」
に
附
さ
れ
た
杜
預
注
に
「
汰
、
過
也
」
と
あ
り
、『
玉

篇
』
並
び
に
『
広
韻
』
に
も
「
汰
、
太
過
也
」
と
あ
る
。「
甚
」
に
つ

い
て
も
『
集
韻
』
に
「
甚
、
過
也
」
と
あ
り
、『
広
韻
』
に
「
甚
、
太

過
」
と
あ
る
。
ま
た
『
老
子
』
二
十
九
章
に
「
是
以
聖
人
去
甚
、去
奢
、

去
泰
」
と
あ
り
、『
明
史
』
職
官
志
に
「
宣
德
十
年
始
定
四
署
。
正
德
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間
、增
設
監
督
内
臣
共
九
十
九
員
、嘉
靖
元
年
裁
汰
八
十
員
」
と
あ
る
。

章
學
誠
が
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
去
汰
裁
甚
」
に
つ
い
て
は
、「
去
甚
」

「
裁
汰
」
の
互
文
的
用
法
と
し
て
解
し
、「
極
端
な
箇
所
は
省
略
さ
れ

て
い
る
」
と
訳
出
し
た
。

六  

焦
竑
が「
糾
繆
」中
で『
漢
書
』藝
文
志
の
誤
り
と
指
摘
す
る「
一
十
三

條
」
と
は
、『
周
書
』、『
議
奏
』、『
司
馬
法
』、『
戰
國
策
』、『
五
經
雑
議
』、

『
爾
雅
』
と
『
小
爾
雅
』、『
弟
子
職
』、『
晏
子
』、『
高
祖
傳
』
と
『
孝

文
傳
』、『
管
子
』、『
尉
繚
子
』、『
山
海
經
』、『
陰
陽
五
行
』
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
十
三
條
の
分
類
に
対
す
る
章
學
誠
の
論
が
『
焦
竑
誤

漢
志
第
十
二
』
に
於
い
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
周
書
』
入
『
尚
書
』
爲
非
、
因
改
入
於

雜
史
類
﹇
注
一
﹈。
其
意
雖
欲
尊
經
、
而
實
則
不
知
古
人
類
例
。
按

劉
向
云
「
周
時
誥
誓
號
令
、
孔
子
所
論
百
篇
之
餘
﹇
注
二
﹈」、
則

『
周
書
』
即
『
尚
書
』
也
。
劉
氏
『
史
通
』
述
『
尚
書
』
家
﹇
注
三
﹈、

則
孔
衍
『
漢
魏
尚
書
』﹇
注
四
﹈、
王
卲
『
隋
書
』﹇
注
五
﹈、
皆
次
尚

書
之
部
﹇
注
六
﹈。
蓋
類
有
相
仍
、
學
有
所
本
。
六
藝
本
非
虚
器
、

典
籍
各
有
源
流
。
豈
可
尊
麒
麟
而
遂
謂
馬
牛
不
隸
走
部
、
尊
鳳

凰
而
遂
謂
燕
雀
不
隸
飛
部
耶
﹇
注
七
﹈。

右
十
二
之
二

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
周
書
』
を
『
尚
書
』
に
入
る
る
を
以
て

非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
雑
史
類
に
入
る
。
其
の
意
経
を
尊

ば
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
而
る
に
実
は
則
ち
古
人
の
類
例
を
知
ら

ず
。
劉
向
「
周
時
の
誥
誓
號
令
、
孔
子
百
篇
を
論
ず
る
所
の
餘

な
り
」
と
云
う
を
按
ず
る
に
、則
ち
『
周
書
』
は
即
ち
『
尚
書
』

な
り
。
劉
氏
『
史
通
』
に
『
尚
書
』
家
を
述
べ
、則
ち
孔
衍
『
漢

魏
尚
書
』、
王
卲
『
隋
書
』、
皆
尚
書
の
部
に
次
ぐ
。
蓋
し
類
に

相
い
仍
る
有
り
て
、
学
に
本
づ
く
所
有
り
。
六
藝
は
本
よ
り
虚

器
に
非
ず
、
典
籍
各
お
の
源
流
有
り
。
豈
に
麒
麟
を
尊
し
て
遂

に
馬
牛
走
部
に
隷
せ
ず
と
謂
い
、
鳳
凰
を
尊
し
て
遂
に
燕
雀
飛

部
に
隷
せ
ず
と
謂
う
べ
き
か
。

右
十
二
之
二

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
周
書
』
が
尚
書
類
に

分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
見
な
し
、『
國
史
經
籍
史
』

で
は
雑
史
類
に
入
れ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
経
を
敬
わ
ん
と
す
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る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
は
古
人
の
類
別
の
体
例
を
理
解

し
て
い
な
い
。
劉
向
が
「
周
の
時
の
誥
誓
號
令
は
、
孔
子
が
編

纂
し
た
と
い
う
典
・
謨
・
訓
・
誥
・
誓
・
命
の
文
百
篇
の
余
り

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
考
え
る
に
、『
周
書
』
は
ま
さ

に
『
尚
書
』
で
あ
る
。
劉
知
幾
は
『
史
通
』
六
家
の
尚
書
家
に

於
い
て
、
孔
衍
『
漢
魏
尚
書
』
並
び
に
王
卲
『
隋
書
』
を
尚
書

の
部
次
に
入
れ
て
い
る
。
考
え
る
に
類
別
に
は
互
い
に
関
連
が

あ
り
、
学
問
に
は
そ
れ
ぞ
れ
根
本
と
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
六
藝
は
も
と
も
と
実
体
を
持
た
な
い
も
の
な
ど

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
書
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
源
流
が
存
在
し
て

い
る
。
ど
う
し
て
麒
麟
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
に
馬
や
牛
の
類
を

走
部
に
属
さ
ず
、
鳳
凰
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
に
燕
や
雀
の
類
を

飛
部
に
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

右
十
二
の
二

【
訳
注
】

一  

『
糾
繆
』
に
「
周
書
入
尚
書
非
改
雑
史
」
と
あ
る
。
な
お
、『
周
書
』

は
『
漢
志
』
に
於
い
て
は
六
藝
略
の
尚
書
類
に
類
さ
れ
、『
通
志
』
で

は
経
類
の
書
家
、『
宋
志
』
に
至
っ
て
別
史
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

焦
竑
は
『
糾
繆
』
で
「
周
書
入
尚
書
非
改
雑
史
」
と
言
及
し
な
が
ら
も
、

『
周
書
』
は
『
國
史
經
籍
志
』
に
於
い
て
雑
史
類
な
ら
び
に
尚
書
類
の

ど
ち
ら
に
も
分
類
さ
れ
て
は
い
な
い
。

二  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
尚
書
類
に
「
周
書
七
十
一
篇
」
と
あ
り
、

班
固
の
自
注
に
は
「
周
史
記
」
と
あ
る
。
ま
た
そ
の
顔
師
古
注
に
「
劉

向
云
、
周
時
誥
誓
號
令
也
。
蓋
孔
子
所
論
百
篇
之
餘
也
。
今
之
存
者

四
十
五
篇
矣
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
孔
子
所
論
百
篇
」
と
は
、『
尚

書
』
序
に
「
先
君
孔
子
、
生
於
周
末
。
覩
史
籍
之
煩
文
、
懼
覽
之
者

不
一
、
遂
乃
定
禮
樂
、
明
舊
章
、
刪
詩
爲
三
百
篇
。
…
…
討
論
墳
典
、

斷
自
唐
虞
以
下
訖
於
周
、
芟
夷
煩
亂
、
翦
截
浮
辭
、
舉
其
宏
綱
、
撮

其
機
要
。
足
以
垂
世
立
教
。
典
・
謨
・
訓
・
誥
・
誓
・
命
之
文
凡
百
篇
。

所
以
恢
弘
至
道
、示
人
主
以
軌
範
也
」に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

劉
知
幾
『
史
通
』
は
『
周
書
』
を
尚
書
家
に
類
し
た
上
で
以
下
の
様

に
述
べ
る
。

 

　

又
有
『
周
書
』
者
、
與
『
尚
書
』
相
類
。
即
孔
氏
刊
約
百
篇
之
外
、

凡
爲
七
十
一
章
。
上
自
文
・
武
、
下
終
靈
・
景
。
甚
有
明
允
篤
誠
、

典
雅
高
義
。
時
亦
有
淺
末
恆
説
、
滓
穢
相
參
、
殆
似
後
之
好
事
者
所

增
益
也
。
至
若
『
職
方
』
之
言
、
與
『
周
官
』
無
異
、『
時
訓
』
之
説
、

比
『
月
令
』
多
同
、
斯
百
王
之
正
書
、『
五
經
』
之
別
録
者
也
。

 

　
（
又
た
『
周
書
』
な
る
者
有
り
て
、『
尚
書
』
と
相
い
類
す
。
即
ち

孔
氏
の
刊
約
す
る
百
篇
の
外
に
し
て
、凡
そ
七
十
一
章
為
り
。上
は
文
・
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武
よ
り
、
下
は
霊
・
景
に
終
る
。
甚
だ
明
允
篤
誠
、
典
雅
高
義
有
り
。

時
に
亦
た
浅
末
恆
説
、
滓
穢
相
参
有
る
も
、
殆
ん
ど
後
の
好
事
者
の

増
益
す
る
所
に
似
た
り
。『
職
方
』の
言
、『
周
官
』と
異
な
る
無
く
、『
時

訓
』
の
説
、『
月
令
』
に
比
べ
て
同
じ
き
こ
と
多
き
の
若
き
に
至
り
て

は
、
斯
れ
百
王
の
正
書
、『
五
經
』
の
別
録
な
る
者
な
り
）

三  

「
劉
氏
『
史
通
』
述
『
尚
書
』
家
」
と
は
、
劉
知
幾
『
史
通
』
六
家

の
尚
書
家
を
指
す
。
劉
知
幾
（
六
六
一
〜
七
二
一
）、
字
は
子
玄
。
劉

知
幾
が
『
史
通
』
を
編
纂
し
た
際
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
新
唐
書
』

劉
子
玄
傳
に「
始
子
玄
脩
武
后
實
録
、有
所
改
正
。
而
武
三
思
等
不
聽
。

自
以
爲
見
用
於
時
而
志
不
遂
、
乃
著
史
通
内
外
四
十
九
篇
、
譏
評
今

古
」
と
あ
る
。
ま
た
『
史
通
』
の
言
う
六
家
と
は
、
史
書
の
六
種
の

類
別
で
あ
っ
て
、
尚
書
（
記
言
体
）・
春
秋
（
記
事
体
）・
左
傳
（
編

年
体
）・
国
語
（
国
別
体
）・
史
記
（
通
史
紀
伝
体
）・
漢
書
（
断
史
紀

伝
体
）
の
こ
と
で
あ
る
。

四  

孔
衍
（
二
六
二
〜
三
二
〇
）
は
晋
の
人
。『
晋
書
』
孔
衍
傳
に
「
孔

衍
字
舒
元
、
魯
國
人
、
孔
子
二
十
二
世
孫
也
。
…
…
衍
雖
不
以
文
才

著
稱
、
而
博
覽
過
於
賀
循
、
凡
所
撰
述
、
百
餘
萬
言
」
と
あ
る
。

五  

王
劭
が
『
隋
書
』
を
編
纂
し
た
際
の
こ
と
は
、『
隋
書
』
王
劭
傳
に

「
王
劭
字
君
懋
、
太
原
晉
陽
人
也
。
…
…
遷
祕
書
少
監
、
數
載
卒
官
。

劭
在
著
作
、
將
二
十
年
、
專
典
國
史
、
撰
隋
書
八
十
卷
。
多
録
口
勑
、

又
採
迂
怪
不
經
之
語
及
委
巷
之
言
、
以
類
相
從
、
爲
其
題
目
。
辭
義

繁
雜
、
無
足
稱
者
、
遂
使
隋
代
文
武
名
臣
列
將
善
惡
之
迹
、
堙
沒
無
聞
」

と
あ
る
。
た
だ
し
『
隋
書
』
經
籍
志
・
雑
史
類
に
は
「
隋
書
六
十
卷
。

未
成
。
祕
書
監
王
劭
撰
」
と
あ
る
。

六  

孔
衍
『
漢
魏
尚
書
』
並
び
に
王
卲
『
隋
書
』
を
尚
書
家
に
類
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、『
史
通
』
六
家
・
尚
書
家
で
は
以
下
の
様
に
言
う
。

　

自
宗
周
既
殞
、
書
體
遂
廢
、
迄
乎
漢
魏
、
無
能
繼
者
。
至
晉
廣
陵
相

魯
國
孔
衍
、
以
爲
國
史
所
以
表
言
行
、
昭
法
式
、
至
于
人
理
常
事
、

不
足
備
列
。
乃
刪
漢
魏
諸
史
、
取
其
美
詞
典
言
、
足
爲
龜
鏡
者
、
定

以
篇
第
、
纂
成
一
家
。
由
是
有
漢
尚
書
・
後
漢
尚
書
・
漢
魏
尚
書
、

凡
爲
二
十
六
卷
。
至
隋
祕
書
監
太
原
王
劭
、
又
録
開
皇
仁
壽
時
事
、

編
而
次
之
、
以
類
相
從
、
各
爲
其
目
、
勒
成
隋
書
八
十
卷
。
尋
其
義

例
、
皆
準
尚
書
。
原
夫
尚
書
之
所
記
也
、
若
君
臣
相
對
、
詞
旨
可
稱
、

則
一
時
之
言
、
累
篇
咸
載
。
如
言
無
足
紀
、
語
無
可
述
、
若
此
故
事
、

雖
有
脱
略
、
而
觀
者
不
以
爲
非
。
爰
逮
中
葉
、
文
籍
大
備
、
必
剪
截

今
文
、
模
擬
古
法
、
事
非
改
轍
、
理
涉
守
株
。
故
舒
元
所
撰
漢
・
魏

等
書
、
不
行
于
代
也
。
若
乃
帝
王
無
紀
、
公
卿
缺
傳
、
則
年
月
失
序
、

爵
里
難
詳
、
斯
竝
昔
之
所
忽
、
而
今
之
所
要
。
如
君
愁
隋
書
、
雖
欲

祖
述
商
・
周
、
憲
章
虞
・
夏
、
觀
其
所
述
、
乃
似
孔
子
家
語
・
臨
川

世
説
。
可
謂
畫
虎
不
成
反
類
犬
一
也
。
故
其
書
受
嗤
當
代
、良
有
以
焉
。
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（
宗
周
既
に
殞
す
る
よ
り
、
書
体
遂
に
廃
れ
、
漢
魏
に
迄
ぶ
も
、
能

く
継
ぐ
者
無
し
。
晋
の
広
陵
の
相
魯
国
の
孔
衍
に
至
り
て
、
以
て
國

史
は
言
行
を
表
わ
し
、
法
式
を
昭
ら
か
に
す
る
所
以
に
し
て
、
人
理

の
常
事
に
至
り
て
は
、
備
列
す
る
に
足
ら
ず
と
為
す
。
乃
ち
漢
魏
の

諸
史
を
刪
り
、
其
の
美
詞
典
言
、
亀
鏡
為
る
に
足
る
者
を
取
り
て
、

定
め
て
以
て
篇
第
と
し
、纂
め
て
一
家
を
成
す
。是
に
由
り
て
漢
尚
書
・

後
漢
尚
書
・
漢
魏
尚
書
有
り
て
、
凡
そ
二
十
六
巻
為
り
。
隋
の
秘
書

監
太
原
王
劭
に
至
り
、
又
た
開
皇
仁
壽
の
時
事
を
録
し
、
編
み
て
之

を
次
し
、
類
を
以
て
相
い
従
え
、
各
お
の
其
の
目
を
為
し
、
勒
し
て

隋
書
八
十
巻
を
成
す
。其
の
義
例
を
尋
ぬ
れ
ば
、皆
な
尚
書
に
準
と
る
。

夫
の
尚
書
の
記
す
所
を
原
ぬ
る
や
、
君
臣
相
い
対
し
、
詞
旨
称
す
べ

き
の
若
き
は
、
則
ち
一
時
の
言
な
れ
ど
も
、
篇
を
累
ね
て
咸
な
載
す
。

言
の
紀
す
る
に
足
る
無
く
、
語
の
述
ぶ
る
べ
き
無
き
の
如
き
は
、
若

し
此
れ
故
事
に
し
て
、
脱
略
有
る
と
雖
も
、
観
る
者
以
て
非
と
為
さ

ず
。
爰
に
中
葉
に
逮
び
、文
籍
大
い
に
備
わ
り
、必
ず
今
文
を
剪
截
し
、

古
法
を
模
擬
す
る
は
、
事
改
轍
に
非
ず
、
理
守
株
に
涉
る
。
故
に
舒

元
の
撰
す
る
所
の
漢
・
魏
等
の
書
、
代
に
行
わ
れ
ざ
る
な
り
。
乃
ち

帝
王
に
紀
無
く
、公
卿
に
伝
を
缺
く
が
若
き
は
、則
ち
年
月
序
を
失
し
、

爵
里
詳
ら
か
に
し
難
し
、
斯
れ
並
び
に
昔
の
忽
せ
に
す
る
所
に
し
て
、

今
の
要
と
す
る
所
な
り
。
君
愁
の
隋
書
の
如
き
は
、
商
・
周
を
祖
述

し
、
虞
・
夏
を
憲
章
せ
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
其
の
述
ぶ
る
所
を
観
れ

ば
、
乃
ち
孔
子
家
語
・
臨
川
世
説
に
似
た
り
。
虎
を
畫
き
て
成
ら
ず
、

反
っ
て
犬
に
類
す
と
謂
う
べ
き
な
り
。
故
に
其
の
書
嗤
を
当
代
に
受

く
、
良
に
以
有
る
な
り
）

　

  

ま
た
章
學
誠
は
、『
漢
魏
尚
書
』
が
尚
書
に
類
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、『
文
史
通
義
』
書
教
中
で
も
「『
書
』
無
定
體
、
故
附
之
者
雜
。

後
人
妄
擬
『
書
』
以
定
體
。
故
守
之
也
拘
。
古
人
無
空
言
、
安
有
記

之
專
書
哉
。
漢
儒
誤
信
『
玉
藻
』
記
文
、
而
以
『
尚
書
』
爲
記
言
之

專
書
焉
。
於
是
後
人
削
跡
以
屨
、
轉
取
事
文
之
合
者
、
削
其
事
而
輯

録
其
文
、以
爲『
尚
書
』之
續
焉
。
若
孔
氏『
漢
魏
尚
書
』・
王
氏『
續
書
』

之
類
皆
是
也
。
無
其
實
、
而
但
貌
古
人
之
刑
似
、
譬
如
畫
餅
餌
之
不

可
以
充
饑
。
況
『
尚
書
』
本
不
止
於
記
言
、
則
孔
衍
・
王
通
之
所
擬
、

併
古
人
之
刑
似
而
不
得
（『
書
』
に
定
体
無
し
、
故
に
之
に
附
す
者
は

雑
な
り
。
後
人
妄
り
に
『
書
』
を
擬
い
て
以
て
体
を
定
む
。
故
に
之

を
守
る
や
拘
な
り
。
古
人
空
言
無
く
、
安
ん
ぞ
記
の
専
書
有
ら
ん
か
。

漢
儒
誤
り
て
『
玉
藻
』
の
記
文
を
信
じ
、
而
し
て
『
尚
書
』
を
以
て

記
言
の
専
書
と
為
す
。
是
に
於
い
て
後
人
跡
を
削
る
に
屨
を
以
て
し
、

轉
っ
て
事
文
の
合
を
取
る
者
、
其
の
事
を
削
り
て
其
の
文
を
輯
録
し
、

以
て
『
尚
書
』
の
続
と
為
す
。
孔
氏
『
漢
魏
尚
書
』・
王
氏
『
續
書
』

の
類
の
若
き
は
皆
な
是
な
り
。
其
の
実
無
く
、
而
れ
ど
も
但
だ
古
人
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の
刑
似
を
貌
る
は
、
譬
え
ば
画
の
餅
餌
の
以
て
饑
に
充
つ
る
べ
か
ら

ざ
る
が
如
し
。
況
ん
や
『
尚
書
』
本
は
記
言
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
則

ち
孔
衍
・
王
通
の
擬
う
所
、
併
び
に
古
人
の
刑
似
得
べ
か
ら
ざ
る
な

り
）」
と
述
べ
る
。

 　

王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
這
是
給
焦
竑

的
一
个
最
好
的
教
訓
、
也
是
圖
書
分
類
学
上
一
条
最
客
観
的
原
則
。

当
然
麒
麟
與
馬
牛
都
是
走
部
、
不
能
説
馬
牛
属
走
部
、
為
了
尊
重
麒

麟
就
不
要
馬
牛
。
而
是
麒
麟
馬
牛
都
必
須
分
在
走
部
、
尊
重
麒
麟
的

方
法
、
是
把
麒
麟
排
在
馬
牛
前
辺
（
こ
の
こ
と
は
焦
竑
に
と
っ
て
最

も
価
値
の
あ
る
教
訓
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
は
図
書
分
類
上
の
最

も
客
観
的
な
原
則
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
麒
麟
も
馬
牛
も
同
じ
く
走

部
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
馬
牛
は
走
部
に
属
す
る
が
、
麒
麟
を

尊
重
す
る
の
で
馬
牛
を
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
。

ど
ち
ら
も
走
部
に
入
れ
た
上
で
麒
麟
を
尊
重
す
る
方
法
は
、
麒
麟
を

馬
牛
よ
り
も
前
に
置
く
こ
と
で
あ
る
）」
と
言
及
す
る
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』
尚
書
類
中
『
議
奏
』
四
十
二
篇
入
尚
書
爲

非
、
因
改
入
於
集
部
﹇
注
一
﹈。
按
議
奏
之
不
當
入
集
、
已
別
具
論
、

此
不
復
論
矣
﹇
注
二
﹈。
考
『
議
奏
』
之
下
、
班
固
自
注
謂
、「
宜

帝
時
石
渠
論
也
」。
韋
昭
謂
石
渠
爲
閣
名
、
於
此
論
書
﹇
注
三
﹈。

是
則
此
處
之
所
謂
議
奏
、
乃
是
漢
孝
宣
時
、
於
石
渠
閣
大
集
諸

儒
、
討
論
經
旨
同
異
、
帝
爲
稱
制
臨
決
之
篇
、
而
非
廷
臣
章
奏

封
事
之
屬
也
﹇
注
四
﹈。
以
其
奏
御
之
篇
、
故
名
奏
議
。
其
實
與
疏

解
講
義
之
體
相
類
。
劉
・
班
附
之
『
尚
書
』、宜
矣
。
焦
竑
不
察
、

而
妄
附
於
後
世
之
文
集
、
何
其
不
思
之
甚
邪
。（
秦
大
臣
奏
事

附
於
春
秋
、
此
爲
劉
・
班
之
遺
法
也
﹇
注
五
﹈）

右
十
二
之
三

【
訓
読
文
】

焦
竑
は
『
漢
志
』
の
尚
書
類
中
に
『
議
奏
』
四
十
二
篇
を
『
尚

書
』
に
入
る
る
を
以
て
非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
集
部
に
入

る
。
按
ず
る
に
議
奏
の
当
に
集
に
入
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
已
に

別
に
具
さ
に
論
ず
る
に
、
此
れ
復
た
論
ぜ
ず
。
考
う
る
に
『
議

奏
』
の
下
、
班
固
の
自
注
に
、「
宜
帝
の
時
の
石
渠
の
論
な
り
」

と
謂
う
。
韋
昭
石
渠
は
閣
名
為
り
て
、
此
に
於
い
て
書
を
論
ず

と
謂
う
。
是
れ
則
ち
此
処
の
所
謂
議
奏
と
は
、
乃
ち
是
れ
漢
の

孝
宣
の
時
、
石
渠
閣
に
於
い
て
大
い
に
諸
儒
を
集
め
、
經
旨
の

同
異
を
討
論
し
、
帝
称
制
臨
決
の
篇
を
為
り
て
、
廷
臣
の
章
奏

封
事
の
属
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
奏
御
の
篇
を
以
て
す
、
故
に
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奏
議
と
名
づ
く
。
其
の
実
は
疏
解
講
義
の
体
と
相
類
す
。
劉
・

班
之
を
『
尚
書
』
に
附
す
る
は
、
宜
し
。
焦
竑
察
せ
ず
、
而
し

て
妄
り
に
後
世
の
文
集
に
附
す
、
何
ぞ
其
れ
思
わ
ざ
る
こ
と
の

甚
し
き
か
。（
秦
大
臣
奏
事
は
『
春
秋
』
に
附
さ
る
、
此
れ
劉
・

班
の
遺
法
為
り
）

右
十
二
之
三

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
議
奏
』
四
十
二
篇
が

尚
書
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
し
て
、『
國
史
經

籍
史
』
で
は
集
部
に
収
め
て
い
る
。『
議
奏
』
を
集
部
に
収
め

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
再
び
論

ず
る
こ
と
は
し
な
い
。
今
考
え
る
に
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い

て
『
議
奏
』
に
附
さ
れ
た
班
固
の
自
注
に
「
宜
帝
の
時
に
石
渠

で
行
わ
れ
て
い
た
議
論
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
韋
昭

注
に
は
「
石
渠
と
は
閣
の
名
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
議
論
し
て
い

た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
漢
の
宜

帝
の
時
に
広
く
儒
者
を
集
め
、
経
典
解
釈
の
同
異
を
討
論
し
、

宜
帝
が
命
じ
て
自
ら
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
臣
下
が
帝
に

上
報
す
る
章
奏
封
事
の
類
で
は
な
い
。
帝
の
決
定
し
た
も
の
を

纏
め
て
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、奏
議
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
内
実
は
疏
解
や
講
義
の
体
と
相
似
し
て
い
る
。
劉
歆
・
班

固
が
こ
れ
を
尚
書
類
に
附
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
焦
竑
は

こ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
、
濫
り
に
後
世
の
文
集
の
類
、
則
ち

集
部
に
附
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
至
ら

な
か
っ
た
こ
と
の
酷
い
様
よ
。（
秦
大
臣
奏
事
は
春
秋
類
に
附

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
劉
歆
・
班
固
の
遺
法
で
あ
る
）

右
十
二
の
三

【
訳
注
】

一  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
尚
書
類
に
「
議
奏
四
十
二
篇
」
と
あ
り
、『
糾
繆
』

に
「
議
奏
入
尚
書
非
改
入
集
」
と
あ
る
。

二  

章
學
誠
は
こ
こ
で
「
按
議
奏
之
不
當
入
集
、
已
別
具
論
、
此
不
複

論
矣
」
と
す
る
。「
已
別
具
論
」
は
『
校
讎
通
義
』
巻
二
「
鄭
樵
誤
校

漢
志
第
十
一
」
の
こ
と
。

三  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
尚
書
類
「
議
奏
四
十
二
篇
」
に
附
せ
ら
れ
た
班

固
の
自
注
に
「
宣
帝
時
石
渠
論
」
と
あ
り
、そ
の
韋
昭
注
に
「
閣
名
也
、

於
此
論
書
」
と
あ
る
。

四  
『
後
漢
書
』
翟
酺
傳
に
「
初
酺
之
爲
大
匠
、
上
言
、
孝
文
皇
帝
始
置

一
經
博
士
、
武
帝
大
合
天
下
之
書
、
而
孝
宣
論
六
經
於
石
渠
、
學
者
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滋
盛
、
弟
子
萬
數
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
宣
帝
甘
露
三
年
、
詔
諸

儒
講
五
經
於
殿
中
、
兼
平
公
羊
・
穀
梁
同
異
、
上
親
臨
決
焉
。
時
更

崇
穀
梁
傳
。
故
此
言
六
經
也
。
石
渠
、
閣
名
。
昭
帝
時
博
士
弟
子
員

百
人
、
宣
帝
末
增
倍
之
。
元
帝
時
詔
無
置
弟
子
員
、
以
廣
學
者
、
故

言
以
萬
數
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
施
讎
傳
に
も
「
甘
露
中
與

五
經
諸
儒
、
雜
論
同
異
於
石
渠
閣
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
は
「
三

輔
故
事
云
、
石
渠
閣
在
未
央
殿
北
、
以
藏
祕
書
也
」
と
す
る
。

五  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
校
讎
通
義
』
巻
二
「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第

十
一
」
に
詳
し
い
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
司
馬
法
』
入
禮
爲
非
、
因
改
入
於
兵
家

﹇
注
一
﹈。
此
未
見
班
固
自
注﹇
注
二
﹈。
本
隸
兵
家
、經
班
固
改
易
者
也
。

説
已
見
前
、
不
復
置
論
﹇
注
三
﹈。

右
十
二
之
四

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
司
馬
法
』
を
禮
に
入
る
る
を
以
て
非
と

為
し
、
因
り
て
改
め
て
兵
家
に
入
る
。
此
れ
未
だ
班
固
の
自
注

を
見
ず
。
本
よ
り
兵
家
に
隷
し
、班
固
の
改
易
を
経
る
者
な
り
。

説
は
已
に
前
に
見
ゆ
、
復
た
論
を
置
か
ず
。

右
十
二
之
四

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
司
馬
法
』
が
礼
類
に

収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、『
國
史
經
籍
史
』

に
於
い
て
改
め
て
兵
家
に
収
め
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
焦
竑
は
班

固
の
自
注
を
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
班
固
の
自
注

に
よ
れ
ば
、『
司
馬
法
』
は
も
と
も
と
兵
家
に
属
し
て
お
り
、

班
固
の
手
に
よ
っ
て
禮
類
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
既
に
示
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
再
び
論
を
置
く
こ
と

は
し
な
い
。

右
十
二
の
四

【
訳
注
】

 

一 

『
糾
繆
』
に
「
司
馬
法
入
禮
非
。
改
兵
家
」
と
あ
る
。

 

二 

『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
禮
類
に
「
軍
禮
司
馬
法
百
五
十
五
篇
」

と
あ
り
、「
凡
禮
十
三
家
、
五
百
五
十
五
篇
」
に
附
さ
れ
た
班
固
の
自

注
に
「
入
司
馬
法
一
家
、
百
五
十
五
篇
」
と
あ
る
。

三  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」を
参
看
の
こ
と
。
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【
原
文
】

焦
竑
以『
漢
志
』『
戰
國
策
』入
春
秋
爲
非
、因
改
入
於
縱
橫
家
。

此
論
得
失
參
半
。
説
已
見
前
、
不
復
置
論
﹇
注
一
﹈。

右
十
二
之
五

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
戰
國
策
』
を
春
秋
に
入
る
る
を
以
て
非

と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
縦
横
家
に
入
る
。
此
の
論
の
得
失
は

参
半
た
り
。
説
は
已
に
前
に
見
ゆ
、
復
た
論
を
置
か
ず
。

右
十
二
之
五

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
戰
國
策
』
が
春
秋
類

に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、『
國
史
經
籍
史
』

に
於
い
て
改
め
て
縦
横
家
に
収
め
た
。
こ
の
得
失
は
半
々
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
示
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
再
び
論

を
置
く
こ
と
は
し
な
い
。

右
十
二
の
五

【
訳
注
】

一  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」
を
参
看
の
こ

と
。
章
學
誠
が
こ
こ
で
言
う
「
得
失
參
半
」
と
は
す
な
わ
ち
、『
戰
國

策
』
を
春
秋
類
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
際

に
互
注
が
為
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
不
適
当
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
五
經
雜
議
』
入
『
孝
經
』
爲
非
、
因
改

入
於
經
解
﹇
注
一
﹈。
其
説
良
允
。
然
『
漢
志
』
無
經
解
門
類
、
入

於
諸
子
儒
家
、
亦
其
倫
也
﹇
注
二
﹈。

右
十
二
之
六

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
五
經
雜
議
』
を
『
孝
經
』
に
入
る
る
を

以
て
非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
經
解
に
入
る
。
其
の
説
良
に

允
れ
り
。
然
れ
ど
も
『
漢
志
』
に
經
解
の
門
類
無
け
れ
ば
、
諸

子
儒
家
に
入
る
る
も
、
亦
た
其
れ
倫
な
り
。

右
十
二
之
六
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【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
五
經
雜
議
』
が
孝
経

類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、『
國
史
経
籍

史
』
に
於
い
て
改
め
て
経
解
類
に
収
め
た
。
こ
の
説
は
適
当
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
經
解
類
に
相

当
す
る
様
な
分
類
が
存
在
し
な
い
故
、
諸
子
儒
家
に
附
す
こ
と

も
ま
た
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

右
十
二
の
六

【
訳
注
】

一  

『
漢
書
』藝
文
志
・
六
藝
略
・
孝
經
類
に「
五
經
雜
義
十
八
篇
」と
あ
り
、

そ
の
班
固
の
自
注
に
「
石
渠
論
」
と
あ
る
。
ま
た
『
糾
繆
』
に
「
漢

藝
文
志
、
五
經
雜
義
入
孝
經
非
。
改
經
解
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
五
經

雜
義
』
が
經
解
に
分
類
さ
れ
る
の
は
『
通
志
』
以
降
か
ら
で
あ
る
。

二  

「
倫
」
は
『
周
禮
』
冬
官
考
工
記
·
弓
人
に
「
析
幹
必
倫
（
幹
を

析
く
に
必
ず
倫
に
す
）」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に
「
順
其
理
也
」
と

あ
る
。



【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
爾
雅
』『
小
爾
雅
』
入
孝
經
爲
非
、
因

改
入
於
小
學
﹇
注

﹈。
其
説
亦
不
可
易
。『
漢
志
』
於
此
一
門
、

本
無
義
理
、
殆
後
世
流
傳
錯
誤
也
。
蓋
孝
經
本
與
小
學
部
次
相

連
、
或
繕
書
者
誤
合
之
耳
。『
五
經
雜
義
』
與
『
爾
雅
』
之
屬
、

皆
缘
經
起
義
、
類
從
互
注
、
則
益
善
矣
。（
經
解
・
小
學
・
儒

家
三
類
）

右
十
二
之
七

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
爾
雅
』『
小
爾
雅
』
を
孝
經
に
入
る
る

を
以
て
非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
小
學
に
入
る
。
其
の
説
亦

た
易
う
べ
か
ら
ず
。『
漢
志
』
此
の
一
門
に
於
け
る
や
、
本
よ

り
義
理
無
く
、
殆
ん
ど
後
世
流
伝
の
錯
誤
な
り
。
蓋
し
孝
經
本

も
と
小
學
の
部
次
と
相
い
連
な
れ
ば
、
或
い
は
書
を
繕
う
者
誤

り
て
之
を
合
す
る
の
み
。『
五
經
雜
義
』
と
『
爾
雅
』
と
の
属
、

皆
経
に
缘
り
て
義
を
起
こ
せ
ば
、
類
従
互
注
す
れ
ば
、
則
ち
益

ま
す
善
し
。（
經
解
・
小
學
・
儒
家
三
類
）

右
十
二
之
七
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【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
爾
雅
』・『
小
爾
雅
』

が
孝
経
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、『
國

史
經
籍
史
』
に
於
い
て
改
め
て
小
学
類
に
収
め
た
。
こ
の
説
は

ま
た
改
め
て
は
な
ら
ぬ
ほ
ど
正
確
な
も
の
で
あ
る
。『
漢
書
』

藝
文
志
の
孝
経
類
に
は
も
と
も
と
体
例
は
な
く
、
そ
の
大
部
分

は
後
代
に
流
伝
し
て
い
く
際
に
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
。
考
え
る

に
孝
経
類
は
も
と
も
と
小
学
の
部
類
と
連
な
っ
て
お
り
（『
漢

書
』
藝
文
志
に
於
い
て
は
孝
経
類
の
次
に
小
学
類
が
あ
り
）、

後
代
に
修
補
し
た
者
が
そ
の
二
つ
を
合
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で

あ
ろ
う
。『
五
經
雜
義
』
や
『
爾
雅
』
等
の
書
物
は
、
皆
経
文

に
基
づ
い
て
義
を
説
い
て
い
る
。
相
応
し
い
類
に
分
類
し
た
後

に
、
そ
れ
ぞ
れ
互
注
を
為
せ
ば
、
更
に
目
録
と
し
て
良
い
も
の

と
な
ろ
う
。（『
五
經
雜
義
』・『
爾
雅
』
等
の
著
述
は
、
経
解
・

小
学
・
儒
家
三
類
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
る
の
が
善
い
）

右
十
二
の
七

【
訳
注
】

一  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
孝
経
類
に
「
爾
雅
三
巻
、
二
十
篇
。

小
爾
雅
一
篇
」
と
あ
り
、『
糾
繆
』
は
「
漢
藝
文
志
、
爾
雅
・
小
爾
雅

入
孝
経
、
非
。
改
小
学
」
と
す
る
。『
小
爾
雅
』
は
『
隋
書
』
經
籍
志

で
は
經
部
・
論
語
類
に
類
さ
れ
、『
旧
唐
書
』
經
籍
志
以
下
は
小
学
に

分
類
さ
れ
る
。

【
原
文
】

焦
竑
以『
漢
志
』『
弟
子
職
』入
孝
經
爲
非
、因
歸
還
於『
管
子
』

﹇
注
一
﹈。
是
不
知
古
人
裁
篇
別
出
之
法
。
其
説
已
見
於
前
、
不
復

置
論
﹇
注
二
﹈。
惟
是
弟
子
之
職
、
必
非
管
子
所
撰
﹇
注
三
﹈。
或
古

人
流
傳
成
法
、輯
管
子
者
、採
入
其
書
。
前
人
著
作
、此
類
甚
多
。

今
以
見
於
『
管
子
』、
而
不
復
使
其
別
見
專
門
。
則
『
小
爾
雅
』

亦
已
見
於
『
孔
叢
子
』﹇
注
四
﹈、而
焦
氏
不
還
『
孔
叢
』、改
歸
小
學
、

又
何
説
耶
。
然
『
弟
子
職
』
篇
、
劉
・
班
本
意
、
附
於
『
孝
經
』

與
附
於
小
學
、
不
可
知
矣
。
要
其
別
出
義
類
、
重
複
互
注
、
則

二
類
皆
有
可
通
。
至
於
『
六
藝
略
』
中
、
論
語
・
孝
經
・
小
學

三
門
、
不
入
六
藝
之
本
數
﹇
注
五
﹈。
則
標
名
六
藝
、
而
別
種
九
類
、

乃
是
經
傳
輕
重
之
權
衡
也
。

右
十
二
之
八
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【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
弟
子
職
』
を
孝
經
に
入
る
る
を
以
て
非

と
為
し
、
因
り
て
『
管
子
』
に
帰
還
す
。
是
れ
古
人
の
裁
篇
別

出
の
法
を
知
ら
ず
。
其
の
説
已
に
前
に
見
ゆ
、
復
た
論
を
置
か

ず
。
惟
だ
是
れ
弟
子
の
職
に
し
て
、
必
ず
管
子
の
撰
す
る
所
に

非
ず
。
或
い
は
古
人
流
伝
の
成
法
に
し
て
、管
子
を
輯
む
る
者
、

其
の
書
を
採
入
す
。
前
人
の
著
作
、
此
の
類
甚
だ
多
し
。
今
以

て
『
管
子
』
に
見
え
、
復
た
其
を
し
て
別
に
専
門
に
見
さ
し
め

ず
。
則
ち
『
小
爾
雅
』
も
亦
た
已
に
『
孔
叢
子
』
に
見
ゆ
、
而

れ
ど
も
焦
氏
『
孔
叢
』
に
還
さ
ず
し
て
、改
め
て
小
學
に
帰
す
、

又
た
何
の
説
な
る
や
。
然
れ
ど
も
『
弟
子
職
』
篇
は
、
劉
・
班

の
本
意
、『
孝
經
』
に
附
す
る
と
小
學
に
附
す
る
と
、
知
る
べ

か
ら
ず
。
要
ず
其
れ
別
に
義
類
に
出
だ
し
、重
複
互
注
す
れ
ば
、

則
ち
二
類
皆
通
ず
べ
き
有
り
。『
六
藝
略
』
中
に
至
り
て
は
、

論
語
・
孝
經
・
小
學
の
三
門
、
六
藝
の
本
数
に
入
れ
ず
。
則
ち

六
藝
を
標
名
し
、
而
し
て
別
種
九
類
あ
る
は
、
乃
ち
是
れ
經
伝

軽
重
の
権
衡
な
り
。

右
十
二
之
八

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
弟
子
職
』
が
孝
経
類

に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、『
國
史
經
籍
史
』

に
於
い
て
改
め
て
『
管
子
』
に
収
め
た
。
こ
れ
は
古
人
の
裁
篇

別
出
の
方
法
を
知
ら
ず
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
既
に
前
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
の
で
、
再
び
論
を
置

く
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
『
弟
子
職
』
は
あ
く
ま
で

弟
子
の
職
で
あ
っ
て
、管
子
自
身
が
選
録
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
古
人
が
流
伝
さ
せ
て
い
く
な
か
で
書
物
が
で
き
あ
が
っ

て
い
く
あ
り
か
た
で
あ
っ
て
、『
管
子
』
を
輯
め
た
者
が
、『
弟

子
職
』
を
『
管
子
』
に
採
録
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前

人
の
著
作
に
は
こ
の
類
が
非
常
に
多
い
。
焦
竑
は
『
弟
子
職
』

を
『
管
子
』
に
帰
属
し
て
お
り
、
別
裁
と
し
て
専
門
で
あ
る
孝

経
類
に
別
裁
と
し
て
置
い
て
い
な
い
。『
小
爾
雅
』は『
孔
叢
子
』

の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
焦

竑
は
、（『
弟
子
職
』
の
例
の
如
く
）『
小
爾
雅
』
を
『
孔
叢
子
』

の
中
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
せ
ず
、
改
め
て
小
学
類
に
入
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
の
様
な
思
惟
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
焦
竑

の
態
度
は
矛
盾
し
て
い
る
）。
し
か
し
な
が
ら
『
弟
子
職
』
の

篇
に
つ
い
て
言
え
ば
、『
漢
書
』
藝
文
志
の
意
図
が
、
孝
経
類
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に
附
す
こ
と
と
小
学
類
に
附
す
こ
と
と
、
ど
ち
ら
に
あ
っ
た
の

か
知
る
す
べ
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
書
物
は

別
々
の
二
類
に
附
し
て
、
重
復
互
注
の
方
法
を
取
り
、
そ
の
二

類
が
互
い
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。『
六
藝
略
』

に
つ
い
て
言
え
ば
、
論
語
・
孝
経
・
小
学
の
三
門
は
六
藝
に
含

ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
六
藝
と
言
い
つ
つ
実
際
に
は
九
類
が

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
経
書
の
軽
重

の
量
り
と
な
る
様
な
一
つ
の
基
準
で
あ
る
。

右
十
二
の
八

【
訳
注
】

一  

「
弟
子
職
一
篇
」
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
孝
経
類
に
収
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
應
劭
注
は
「
管
仲
所
作
、
在
管
子
書
」
と
す
る
。

ま
た
沈
欽
韓
『
漢
書
疏
證
』
は
「
今
爲
管
子
第
五
十
九
篇
。
鄭
曲
禮

注
引
之
、
蓋
漢
時
單
行
」
と
す
る
。『
管
子
』
は
、『
漢
書
』
藝
文
志

に
於
い
て
道
家
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、『
隋
書
』
經
籍
志
以
降
は
法

家
に
属
し
て
お
り
、『
國
史
經
籍
志
』
で
も
法
家
に
分
類
さ
れ
る
。

二  

「
古
人
裁
篇
別
出
之
法
」、「
其
説
已
見
於
前
」
に
つ
い
て
は
「
別
裁
」

第
四
を
参
看
の
こ
と
。

三  

『
管
子
』弟
子
職
に「
先
生
施
教
、弟
子
是
則
。溫
恭
自
虚
、所
受
是
極
。

見
善
從
之
、
聞
義
則
服
。
溫
柔
孝
悌
、
毋
驕
恃
力
。
…
…
一
此
不
解
、

是
謂
學
則
」
と
あ
る
様
に
、『
弟
子
職
』
は
「
先
生
施
教
、弟
子
是
則
」、

す
な
わ
ち
先
生
の
教
え
に
対
す
る
弟
子
の
行
動
規
範
が
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
弟
子
の
守
る
べ
き
「
學
則
」
で
あ
る
。
そ
の
行
動
規
範

は
儒
教
的
側
面
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
故
に
、『
漢
書
』
芸
文
志

で
は
『
弟
子
職
』
が
別
裁
さ
れ
て
孝
経
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

四  

陳
振
孫『
直
齊
書
録
解
題
』小
学
類
に「
小
爾
雅
一
卷
、漢
志
有
此
書
、

亦
不
著
名
氏
。
唐
志
有
李
軌
解
一
卷
。
今
館
閣
書
目
云
、
孔
鮒
撰
。

蓋
即
孔
叢
子
第
十
一
篇
也
。
…
…
當
是
好
事
者
鈔
出
別
行
」
と
あ
る
。

五  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
に
「
六
藝
之
文
、
樂
以
和
神
、
仁
之
表

也
。
詩
以
正
言
、
義
之
用
也
。
禮
以
明
體
、
明
者
著
見
、
故
無
訓
也
。

書
以
廣
聽
、
知
之
術
也
。
春
秋
以
斷
事
、
信
之
符
也
。
五
者
、
蓋
五

常
之
道
、
相
須
而
備
、
而
易
為
之
原
。
故
曰
「
易
不
可
見
、
則
乾
坤

或
幾
乎
息
矣
」。
言
與
天
地
為
終
始
也
。
至
於
五
學
、
世
有
變
改
、
猶

五
行
之
更
用
事
焉
。
…
…
序
六
藝
為
九
種
（
六
藝
の
文
、
樂
は
以
て

神
を
和
ぐ
、仁
の
表
な
り
。
詩
は
以
て
言
を
正
し
く
す
、義
の
用
な
り
。

禮
は
以
て
體
を
明
ら
か
に
す
、
明
ら
か
な
る
者
は
著
見
す
、
故
に
訓

無
き
な
り
。
書
は
以
て
聽
を
廣
く
す
、
知
の
術
な
り
。
春
秋
は
以
て

事
を
斷
ず
、
信
の
符
な
り
。
五
者
は
、
蓋
し
五
常
の
道
に
し
て
、
相
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い
須
ち
て
備
わ
る
、
而
し
て
易
之
が
原
為
り
。
故
に
曰
く
「
易
見
る

べ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
乾
坤
或
い
は
息
む
に
幾
し
」
と
。
天
地
と
終

始
を
為
す
を
言
う
な
り
。
五
學
に
至
り
て
は
、
世
よ
變
改
有
り
、
猶

お
五
行
の
更
も
事
を
用
う
る
が
ご
と
し
。
…
…
六
藝
に
序
し
て
九
種

と
為
す
）」
と
あ
る
。

【
原
文
】

裁
篇
別
出
之
法
、『
漢
志
』
僅
存
見
於
此
篇
、及
「
孔
子
三
朝
」

篇
之
出
『
禮
記
』
而
已
﹇
注
一
﹈。
充
類
而
求
、則
欲
明
學
術
源
委
、

而
使
會
通
於
大
道
﹇
注
二
﹈、
舍
是
莫
由
焉
。
且
如
敍
天
文
之
書
、

當
取
『
周
官
』
保
章
﹇
注
三
﹈・『
爾
雅
』
釋
天
・
鄒
衍
言
天
﹇
注
四
﹈・『
淮

南
』
天
象
諸
篇
﹇
注
五
﹈、
裁
列
天
文
部
首
、
而
後
專
門
天
文
之
書
、

以
次
列
爲
類
焉
。
則
求
天
文
者
、
無
遺
憾
矣
。
敍
時
令
之
書
、

當
取
『
大
戴
禮
』
夏
小
正
篇
﹇
注
六
﹈・『
小
戴
記
』
月
令
篇
﹇
注
七
﹈・『
周

書
』時
訓
解
諸
篇
﹇
注
八
﹈、裁
列
時
令
部
首
、而
後
專
門
時
令
之
書
、

以
次
列
爲
類
焉
。
敍
地
理
之
書
、
當
取
『
禹
貢
』・『
職
方
』・『
管

子
』
地
圓
・『
淮
南
』
地
形
・
諸
史
地
志
諸
篇
、
裁
列
地
理
部

首
、
而
後
專
門
地
理
之
書
、
以
次
列
爲
類
焉
。
則
後
人
求
其
學

術
源
流
、皆
可
無
遺
憾
矣
。『
漢
志
』
存
其
意
、而
未
能
充
其
量
、

然
賴
有
此
微
意
焉
。
而
焦
氏
乃
反
糾
之
以
爲
謬
、必
欲
歸
之『
管

子
』
而
後
已
焉
、
甚
矣
校
讎
之
難
也
。

右
十
二
之
九

【
訓
読
文
】

裁
篇
別
出
の
法
、『
漢
志
』
僅
か
に
此
の
篇
、
及
び
「
孔
子

三
朝
」
篇
の
『
禮
記
』
よ
り
出
づ
る
に
存
見
す
る
の
み
。
類
を

充
て
て
求
む
る
に
、
則
ち
学
術
の
源
委
を
明
ら
か
に
し
、
大
道

に
会
通
せ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
是
を
舎
け
ば
由
る
莫
し
。
且

如
天
文
の
書
を
叙
す
れ
ば
、
当
に
『
周
官
』
の
保
章
、『
爾
雅
』

釈
天
、
鄒
衍
の
言
天
、『
淮
南
』
天
象
の
諸
篇
を
取
り
て
、
天

文
の
部
首
に
裁
ち
て
列
べ
、
而
る
後
に
専
門
天
文
の
書
、
以
て

列
に
次
い
で
類
と
為
す
べ
し
。
則
ち
天
文
を
求
む
る
者
、
遺
憾

無
し
。
時
令
の
書
を
叙
す
れ
ば
、
当
に
『
大
戴
禮
』
夏
小
正
の

篇
、『
小
戴
記
』
月
令
の
篇
、『
周
書
』
時
訓
解
の
諸
篇
を
取
り
て
、

時
令
の
部
首
に
裁
ち
て
列
べ
、
而
る
後
に
専
門
時
令
の
書
、
以

て
列
に
次
い
で
類
と
為
す
べ
し
。
地
理
の
書
を
叙
す
れ
ば
、
当

に
『
禹
貢
』・『
職
方
』・『
管
子
』
地
圓
・『
淮
南
』
地
形
・
諸

史
地
志
の
諸
篇
を
取
り
て
、
地
理
の
部
首
に
裁
列
し
、
而
る
後

に
専
門
地
理
の
書
、
以
て
次
い
で
列
べ
類
と
為
す
べ
し
。
則
ち

後
人
の
其
の
学
術
の
源
流
を
求
む
る
は
、皆
遺
憾
無
か
る
べ
し
。
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『
漢
志
』其
の
意
を
存
す
る
も
、未
だ
其
の
量
を
充
た
す
能
わ
ず
、

然
れ
ど
も
頼
い
に
此
の
微
意
有
り
。
而
れ
ど
も
焦
氏
乃
ち
反
っ

て
之
を
糾
し
以
て
謬
と
為
し
、
必
ず
や
之
を
『
管
子
』
に
帰
せ

ん
と
欲
し
て
而
る
後
に
已
む
、
甚
し
き
か
な
校
讎
の
難
き
や
。

右
十
二
之
九

【
現
代
語
訳
】

裁
篇
別
出
の
方
法
は
、『
漢
書
』藝
文
志
中
で
は
先
に
見
た『
弟

子
職
』『
小
爾
雅
』
の
例
と
、『
大
載
禮
記
』
か
ら
「
孔
子
三

朝
」
の
篇
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

類
推
す
れ
ば
、
学
術
の
源
委
を
明
ら
か
に
し
、
大
道
に
合
致
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
方
法
（
す
な
わ
ち
別
裁
の
方

法
）以
外
に
は
な
い
。
天
文
の
部
立
て
を
す
る
際
に
は
、『
周
官
』

の
保
章
、『
爾
雅
』
釋
天
、
鄒
衍
の
言
天
、『
淮
南
』
天
象
の
諸

篇
を
別
裁
し
て
、
天
文
の
類
の
先
頭
に
載
せ
、
そ
の
後
に
専
門

の
書
を
列
挙
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
天
文
に
関
す

る
書
物
を
求
め
る
も
の
は
、
不
満
を
残
す
こ
と
は
な
い
。
時
令

の
部
立
て
を
す
る
際
に
は
、『
大
戴
禮
』夏
小
正
の
篇
、『
小
戴
記
』

月
令
の
篇
、『
周
書
』
時
訓
解
の
諸
篇
を
別
裁
し
て
、
時
令
の

類
の
先
頭
に
載
せ
、
そ
の
後
に
専
門
の
書
を
列
挙
す
べ
き
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
に
地
理
の
部
立
て
を
す
る
際
に
は
、『
禹
貢
』・

『
職
方
』・『
管
子
』
地
圓
・『
淮
南
子
』
地
形
・
諸
史
地
志
の
諸

篇
を
別
裁
し
て
、
地
理
の
類
の
先
頭
に
載
せ
、
そ
の
後
に
専
門

の
書
を
列
挙
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
後
代
そ
の
学
術
の

源
流
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、不
満
を
残
す
こ
と
は
な
い
。『
漢

書
』
藝
文
志
に
は
既
に
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し

『
漢
書
』
藝
文
志
は
考
え
る
こ
と
が
充
分
に
つ
く
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
で
も
幸
い
に
こ
の
僅
か
な
意
図
は
残
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
焦
竑
は
（
そ
の
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
）
検
討
違

い
に
正
し
、（『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
弟
子
職
』
が
孝
経

類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
）
誤
り
だ
と
し
て
、
単
純
に
管

子
に
帰
属
し
て
そ
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
嗟

乎
な
ん
と
校
讐
の
難
し
い
こ
と
よ
。

右
十
二
の
九

【
訳
注
】

一  

『
孔
子
三
朝
』
篇
は
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
『
論
語
』
類
に
別
裁
と

し
て
附
さ
れ
て
い
る
。『
校
讎
通
義
』「
別
裁
」
第
四
を
参
看
の
こ
と
。

二  
『
易
經
』
繫
辭
上
に
「
聖
人
有
以
見
天
下
之
動
、
而
觀
其
會
通
、
以

行
其
典
禮
」と
あ
り
、そ
の
孔
疏
は「
觀
看
其
物
之
會
合
變
通
」と
す
る
。
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三  

『
周
禮
』
春
官
・
保
章
氏
に
「
保
章
氏
掌
天
星
、
以
志
星
辰
日
月
之

變
動
、
以
觀
天
下
之
遷
、
辨
其
吉
凶
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
志
古
文
識
。

識
記
也
。星
謂
五
星
。辰
日
月
所
會
。五
星
有
贏
縮
・
圜
角
。日
有
薄
食
・

暈
珥
。
月
有
盈
虧
朓
側
匿
之
變
。
七
者
右
行
・
列
舍
、
天
下
禍
福
變

移
所
在
皆
見
焉
」
と
す
る
。

四  

『
史
記
』
孟
軻
傳
に
「
其
後
有
騶
子
之
屬
。
齊
有
三
騶
子
。
…
…
其

次
騶
衍
、
後
孟
子
。
騶
衍
睹
有
國
者
益
淫
侈
、
不
能
尚
德
、
若
大
雅

整
之
於
身
、
施
及
黎
庶
矣
。
乃
深
觀
陰
陽
消
息
而
作
怪
迂
之
變
、
終

始
大
聖
之
篇
十
餘
萬
言
。
其
語
閎
大
不
經
、
必
先
驗
小
物
、
推
而
大

之
、至
於
無
垠
。
先
序
今
以
上
至
黃
帝
。
學
者
所
共
術
、大
竝
世
盛
衰
、

因
載
其
禨
祥
度
制
、
推
而
遠
之
、
至
天
地
未
生
、
窈
冥
不
可
考
而
原

也
。
先
列
中
國
名
山
・
大
川
・
通
谷
・
禽
獸
・
水
土
所
殖
、
物
類
所
珍
、

因
而
推
之
、
及
海
外
人
之
所
不
能
睹
。
稱
引
天
地
剖
判
以
來
、
五
德

轉
移
、
治
各
有
宜
、
而
符
應
若
茲
。
…
…
中
國
外
如
赤
縣
神
州
者
九
、

乃
所
謂
九
州
也
。
於
是
有
裨
海
環
之
、
人
民
禽
獸
莫
能
相
通
者
。
如

一
區
中
者
、
乃
爲
一
州
。
如
此
者
九
、
乃
有
大
瀛
海
環
其
外
、
天
地

之
際
焉
。
其
術
皆
此
類
也
」
と
あ
る
様
に
、
騶
衍
の
理
論
は
吉
凶
の

前
兆
や
、
名
山
・
大
川
の
類
が
天
意
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
説
く

も
の
で
あ
る
。
ま
た
騶
衍
の
理
論
に
対
し
て
は
「
騶
衍
之
術
、
迂
大

閎
辯
（
騶
衍
の
術
は
、迂
大
に
し
て
閎
辯
）」（
史
記
荀
卿
傳
）、ま
た
「
故

齋
人
頌
曰
、
談
天
衍
、
雕
龍
奭
、
炙
轂
過
髡
（
故
に
齋
人
頌
し
て
曰
く
、

天
を
談
ず
る
の
衍
、
龍
を
雕
る
の
奭
、
轂
過
を
炙
る
の
髡
）」（『
史
記
』

荀
卿
傳
）
と
の
言
及
が
あ
り
、『
集
解
』
は
劉
向
『
別
録
』
の
「
騶
衍

之
所
言
五
德
終
始
、
天
地
廣
大
、
盡
言
天
事
、
故
曰
談
天
。
騶
奭
脩

衍
之
文
、
飾
若
雕
鏤
龍
文
、
故
曰
雕
龍
」
を
引
く
。

五  

章
學
誠
の
言
う
「『
淮
南
』
天
象
」
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
を
指
す
。

そ
こ
に
附
さ
れ
た
高
融
注
は
天
文
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
「
文
者
象

也
。
天
先
垂
文
象
日
月
五
星
及
彗
孛
、皆
謂
以
譴
告
一
人
。
故
曰
天
文
」

と
言
及
す
る
。

六  

『
直
齋
書
録
解
題
』
時
令
類
に
「『
夏
小
正
傳
』
四
卷
、
漢
戴
德
撰
。

山
陰
傅
崧
卿
注
。
此
書
本
在
『
大
戴
禮
』、鄭
康
成
注
『
禮
運
』
夏
時
曰
、

夏
四
時
之
書
也
。
其
存
者
有『
小
正
』。
後
人
於『
大
戴
禮
』鈔
出
別
行
」

と
あ
る
。

七  

『
禮
記
』
月
令
に
附
さ
れ
た
正
義
は
、鄭
玄
『
目
録
』
の
「
月
令
者
、

以
其
記
十
二
月
政
之
所
行
也
。
本
呂
氏
春
秋
十
二
月
紀
之
首
章
也
、

以
禮
家
好
事
抄
合
之
」
を
引
く
。

八  

「
時
訓
解
」
は
『
逸
周
書
』
の
第
五
十
二
篇
に
存
す
る
。『
史
通
』

六
家
の
尚
書
家
に
は
「
至
若
職
方
之
言
、
與
周
官
無
異
、
時
訓
之
説
、

比
月
令
多
同
、
斯
百
王
之
正
書
、
五
經
之
別
録
者
也
（
職
方
の
言
、

周
官
と
異
な
る
無
く
、
時
訓
の
説
、
月
令
に
比
べ
同
じ
き
こ
と
多
き
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の
若
き
に
至
り
て
は
、
斯
れ
百
王
の
正
書
、
五
経
の
別
録
な
る
者
な

り
）」
と
あ
る
。

【
原
文
】

或
曰
、
裁
篇
別
出
之
法
行
、
則
一
書
之
内
、
取
裁
甚
多
、
紛

然
割
裂
。
恐
其
破
碎
支
離
而
無
當
也
。
答
曰
、
學
貴
專
家
、
旨

存
統
要
。
顯
著
專
篇
、
明
標
義
類
者
、
專
門
之
要
、
學
所
必
究
、

乃
掇
取
於
全
書
之
中
焉
。
章
而
釽
之
、
句
而
釐
之
、
牽
率
名
義
、

紛
然
依
附
、
則
是
類
書
纂
輯
之
所
爲
﹇
注
一
﹈、
而
非
著
録
源
流
之

所
貴
也
。
且
如
韓
非
之「
五
蠹
」「
説
林
」﹇
注
二
﹈、董
子
之「
玉
杯
」

「
竹
林
」﹇
注
三
﹈、
當
時
竝
以
篇
名
見
行
於
當
世
、
今
皆
會
萃
於

全
書
之
中
。
則
古
人
著
書
、
或
離
或
合
。
校
讎
編
次
、
本
無
一

定
之
規
也
。「
月
令
」之
於『
呂
氏
春
秋
』、「
三
年
問
」「
樂
記
」「
經

解
」
之
於
『
荀
子
』﹇
注
四
﹈、
尤
其
顯
焉
者
也
。
然
則
裁
篇
別
出

之
法
、
何
爲
而
不
可
以
著
録
乎
。

右
十
二
之
十

【
訓
読
文
】

或
ひ
と
曰
く
、
裁
篇
別
出
の
法
行
わ
る
れ
ば
、
則
ち
一
書
の

内
、
取
り
て
裁
す
こ
と
甚
だ
多
く
、
紛
然
割
裂
た
り
。
恐
ら
く

は
其
れ
破
砕
支
離
に
し
て
当
無
き
な
り
と
。
答
え
て
曰
く
、
学

は
専
家
を
貴
び
、
旨
は
統
要
を
存
せ
ん
。
専
篇
顕
著
、
義
類
を

明
標
す
る
は
、
専
門
の
要
に
し
て
、
学
の
必
究
す
る
所
な
れ
ば
、

乃
ち
全
書
の
中
よ
り
掇
取
す
。
章
に
し
て
之
を
釽
ち
、
句
に
し

て
之
を
釐
け
、
名
義
を
牽
率
し
、
紛
然
と
し
て
依
附
す
る
は
、

則
ち
是
れ
類
書
纂
輯
の
為
す
所
に
し
て
、
著
録
源
流
の
貴
ぶ
所

に
非
ず
。
且
つ
韓
非
の
「
五
蠹
」「
説
林
」、董
子
の
「
玉
杯
」「
竹

林
」
の
如
き
は
、
当
時
並
び
に
篇
名
を
以
て
当
世
に
行
わ
る
る

も
、
今
皆
全
書
の
中
に
会
萃
せ
ら
る
。
則
ち
古
人
の
著
書
、
或

い
は
離
れ
或
い
は
合
す
。
編
次
を
校
讎
す
る
は
、
本
よ
り
一
定

の
規
無
き
な
り
。「
月
令
」
の
『
呂
氏
春
秋
』
に
於
け
る
や
、「
三

年
問
」「
樂
記
」「
經
解
」
の
『
荀
子
』
に
於
け
る
は
、
尤
も
其

の
焉
に
顕
た
る
者
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
裁
篇
別
出
の
法
、
何
為

れ
ぞ
著
録
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
や
と
。

右
十
二
之
十

【
現
代
語
訳
】

或
ひ
と
云
う
、裁
篇
別
出
の
方
法
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

一
つ
の
書
物
の
中
か
ら
裁
た
れ
た
篇
が
非
常
に
多
く
な
り
、
紛

ら
わ
し
く
乱
雑
な
も
の
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
一
貫
性
の
無
い
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支
離
滅
裂
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
書
物
と
し
て
適
当
で
は
な

い
、
と
。
答
え
て
云
う
、
学
術
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
家
を
尊
び
、

そ
の
旨
は
要
点
を
統
べ
ま
と
め
て
系
統
立
て
る
こ
と
に
あ
る
。

専
門
の
篇
を
し
っ
か
り
と
表
し
、
義
類
を
表
明
す
る
こ
と
は
専

門
の
要
で
あ
り
、そ
の
学
問
が
必
ず
探
求
す
る
所
で
あ
る
の
で
、

全
書
の
中
か
ら
別
出
と
し
て
採
録
す
る
の
で
あ
る
。
章
や
句
単

位
で
裁
ち
、
名
義
ば
か
り
に
こ
だ
わ
り
、
紛
ら
わ
し
く
そ
の
類

目
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
、
類
書
の
編
纂
方
法
で
あ
っ
て
、
著

録
の
源
流
を
究
明
す
る
学
問
が
尊
ぶ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

韓
非
子
の
『
五
蠹
』『
説
林
』
や
、董
仲
舒
の
『
玉
杯
』『
竹
林
』

は
ど
ち
ら
も
、
先
ず
其
の
篇
ご
と
に
裁
た
れ
た
も
の
が
流
伝
し

た
の
で
あ
る
が
、
今
は
全
書
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
古
人
の
著
書
は
、
離
合
を
繰
り
返
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
校
讎
の
体
例
に
は
も
と
も
と
一
定
の
規
範

は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
禮
記
』
月
令
の
『
呂

氏
春
秋
』
と
の
関
係
や
、「
三
年
問
」「
樂
記
」「
經
解
」
の
『
荀

子
』
と
の
関
係
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
裁
篇
別
出
の
方
法
は
、
ど
う
し
て
著
録
を
対
象
と
し

な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
。

右
十
二
の
十

【
訳
注
】

一  

類
書
の
編
纂
方
式
に
つ
い
て
は
、『
四
庫
提
要
』
子
部
・
類
書
類
に

「
類
事
之
書
、
兼
收
四
部
、
而
非
經
、
非
史
、
非
子
、
非
集
、
四
部
之
内
、

乃
無
類
可
歸
。
…
…
此
體
一
興
、
而
操
觚
者
易
於
檢
尋
、
注
書
者
利

於
剽
竊
。
輾
轉
稗
販
、實
學
頗
荒
（
類
事
の
書
は
、四
部
を
兼
ね
収
む
、

而
れ
ど
も
経
に
非
ず
、史
に
非
ず
、子
に
非
ず
、集
に
非
ず
、四
部
の
内
、

乃
ち
類
の
帰
す
る
べ
き
無
し
。
…
…
此
の
体
一
た
び
興
り
て
、
而
し

て
觚
を
操
る
者
は
検
尋
に
易
く
、
書
に
注
す
る
者
は
剽
窃
に
利
あ
り
。

輾
轉
と
し
て
稗
販
し
、
実
に
学
頗
る
荒
む
）」
と
あ
る
。

二  

『
史
記
』
韓
非
傳
に
「
悲
廉
直
不
容
於
邪
枉
之
臣
、
觀
往
者
得
失

之
變
、
故
作
孤
憤
・
五
蠹
・
內
外
儲
・
説
林
・
説
難
、
十
餘
萬
言
。

…
…
人
或
傳
其
書
至
秦
。
秦
王
見
孤
憤
・
五
蠹
之
書
曰
、
嗟
乎
、
寡

人
得
見
此
人
與
之
游
、
死
不
恨
矣
。
李
斯
曰
、
此
韓
非
之
所
著
書
也
」

と
あ
る
様
に
、
当
時
は
孤
憤
・
五
蠹
等
の
篇
が
独
立
し
て
流
伝
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、「
五
蠹
」
は
『
韓
非
子
』
中
に
第

四
十
九
篇
と
し
て
、「
説
林
」
は
第
二
十
三
・
二
十
四
篇
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
。

三  
『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
に
「
仲
舒
所
著
、皆
明
經
術
之
意
、及
上
疏
條
敎
、

凡
百
二
十
三
篇
。
而
説
春
秋
事
得
失
、
聞
舉
、
玉
杯
・
蕃
露
・
淸
明
・

竹
林
之
屬
、
復
數
十
篇
、
十
餘
萬
言
、
皆
傳
於
後
世
」
と
あ
り
、
そ
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の
顏
師
古
注
は
「
皆
其
所
著
書
名
」
と
す
る
。
な
お
「
玉
杯
」「
竹
林
」

は
『
春
秋
繁
露
』
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

四  

『
呂
氏
春
秋
』
十
二
期
月
令
を
指
す
。『
禮
記
』
月
令
は
『
呂
氏
春

秋
』
の
引
き
写
し
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
禮
記
』
正
義

は
鄭
玄
『
目
録
』
の
「
月
令
者
、
以
其
記
十
二
月
政
之
所
行
也
。
本

呂
氏
春
秋
十
二
月
紀
之
首
章
也
。
以
禮
家
好
事
抄
合
之
、
後
人
因
題

之
、
名
曰
禮
記
。
言
周
公
所
作
、
其
中
官
名
時
事
、
多
不
合
周
法
。

此
於
別
録
、
屬
明
堂
陰
陽
記
」
を
引
く
。
ま
た
孔
疏
は
「
按
呂
不
韋

集
諸
儒
士
著
爲
十
二
月
紀
、
合
十
餘
萬
言
、
名
爲
呂
氏
春
秋
。
篇
首

皆
有
月
令
。
與
此
文
同
。
是
一
證
也
。
又
周
無
大
尉
、唯
秦
官
有
大
尉
。

而
此
月
令
云
乃
命
大
尉
、
此
是
官
名
不
合
周
法
。
二
證
也
。
又
秦
以

十
月
建
亥
爲
歳
首
、
而
月
令
云
爲
來
歳
授
朔
日
。
即
是
九
月
爲
歳
終

十
月
爲
授
朔
。
此
是
時
不
合
周
法
。
三
證
也
。
又
周
有
六
冕
、
郊
天

迎
氣
、
則
用
大
裘
乘
玉
輅
、
建
大
常
日
月
之
章
。
而
月
令
服
飾
車
旗

竝
依
時
色
。
此
是
事
不
合
周
法
。
四
證
也
」
と
す
る
。

五  

『
禮
記
』
の
「
三
年
問
」「
樂
記
」
は
、そ
れ
ぞ
れ
『
荀
子
』
の
「
禮

論
」「
樂
論
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
。『
禮
記
』
経
解
の
「
繩

墨
誠
陳
、不
可
欺
以
曲
直
。
規
矩
誠
設
、不
可
欺
以
方
圜
。
君
子
審
禮
、

不
可
誣
以
姦
詐
。
是
故
隆
禮
由
禮
、謂
之
有
方
之
士
。
不
隆
禮
不
由
禮
、

謂
之
無
方
之
民
」の
箇
所
は
、『
荀
子
』禮
論
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
で
あ
る
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
高
祖
』『
孝
文
』
二
傳
入
儒
家
爲
非
、
因

改
入
於
制
詔
﹇
注
一
﹈。
此
説
似
矣
。
顧
制
誥
與
表
章
之
類
﹇
注
二
﹈、

當
歸
故
事
而
附
次
於
尚
書
﹇
注
三
﹈。
焦
氏
以
之
歸
入
集
部
、
則
全

非
也
。

右
十
二
之
十
二

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
高
祖
』『
孝
文
』
二
伝
を
儒
家
に
入
る

る
を
以
て
非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
制
詔
に
入
る
。
此
の
説

似
る
な
り
。
顧
制
誥
と
表
章
の
類
は
、
当
に
故
事
に
帰
し
て
尚

書
に
附
次
す
べ
し
。焦
氏
之
を
以
て
帰
し
て
集
部
に
入
る
る
は
、

則
ち
全
く
非
な
り
。

右
十
二
之
十
二

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
高
祖
傳
』『
孝
文
傳
』

の
二
つ
の
伝
が
儒
家
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な

し
、
改
め
て
制
詔
類
に
収
め
た
。
こ
の
説
は
比
較
的
よ
い
。
た

だ
し
制
誥
と
表
章
の
類
は
、
故
事
類
に
帰
属
さ
せ
て
尚
書
類
に
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続
い
て
収
め
る
べ
き
で
あ
る
。
焦
竑
が
こ
れ
ら
を
集
部
に
収
め

た
の
は
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。

右
十
二
の
十
二

【
訳
注
】

一  

「
糾
繆
」
に
「
高
祖
傳
孝
友
傳
入
儒
非
、
改
制
詔
」
と
あ
る
。

二  

『
校
讎
通
義
通
解
』
田
映
曦
の
補
注
が
「
顧
、
発
語
詞
」
と
す
る
の

に
従
う
。

三  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は『
校
讎
通
義
』巻
二「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」、

並
び
に
巻
二
「
鄭
樵
誤
校
漢
志
第
十
一
」
を
参
看
の
こ
と
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
管
子
』
入
道
家
爲
非
、
因
改
入
於
法
家

﹇
注
一
﹈。
其
説
良
允
。
又
以
『
尉
繚
子
』
入
雜
家
爲
非
、
因
改
入

於
兵
家
﹇
注
二
﹈。
則
鄭
樵
先
有
是
説
﹇
注
三
﹈、
竑
更
申
之
。
按
『
漢

志
』『
尉
繚
』、
本
在
兵
形
勢
家
、
書
凡
三
十
一
篇
。
其
雜
家
之

『
尉
繚
子
』、
書
止
二
十
九
篇
、
班
固
又
不
著
重
複
併
省
、
疑
本

非
一
書
也
﹇
注
四
﹈。

右
十
二
之
十
三

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
管
子
』
を
道
家
に
入
る
る
を
以
て
非
と

為
し
、
因
り
て
改
め
て
法
家
に
入
る
。
其
の
説
良
に
允
れ
り
。

又
た
『
尉
繚
子
』
を
雑
家
に
入
る
る
を
以
て
非
と
為
し
、
因
り

て
改
め
て
兵
家
に
入
る
。
則
ち
鄭
樵
先
ず
是
の
説
有
り
て
、
竑

更
に
之
を
申
ぶ
。
按
ず
る
に
『
漢
志
』
の
『
尉
繚
』
は
、
本
も

と
兵
形
勢
家
に
在
り
て
、
書
は
凡
て
三
十
一
篇
。
其
れ
雑
家
の

『
尉
繚
子
』、
書
は
止
だ
二
十
九
篇
、
班
固
又
た
重
複
併
省
を
著

わ
さ
ず
、
疑
う
ら
く
は
本
よ
り
一
書
に
非
ざ
る
な
り
。

右
十
二
之
十
三

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
於
い
て
『
管
子
』
が
道
家
に
収

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、
改
め
て
法
家
に
収
め

た
。
こ
の
説
は
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た『
漢
書
』藝
文
志
が『
尉

繚
子
』
を
雑
家
に
収
め
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、
改
め

て
兵
家
に
収
め
た
。
こ
れ
は
先
に
鄭
樵
が
行
っ
た
こ
と
で
、
焦

竑
は
そ
の
説
を
更
に
進
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
考
え
る

に
『
漢
書
』
藝
文
志
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
尉
繚
子
』
は
、
も

と
は
兵
形
勢
家
に
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
書
は
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三
十
一
篇
で
あ
る
。
雑
家
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
尉
繚
子
』
は

二
十
九
篇
に
留
ま
る
。
班
固
は
こ
の
箇
所
に
重
複
に
関
す
る
互

注
を
附
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
書
は
同
一
の
書
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

右
十
二
の
十
三

【
訳
注
】

一  

「
糾
繆
」
に
「
管
子
入
道
家
非
、
改
法
家
」
と
あ
る
。

 　
「
糾
繆
」
に
「
尉
繚
子
入
襍
家
非
、
改
兵
家
」
と
あ
る
。

二  

『
通
志
』
校
讐
略
・
見
名
不
見
書
論
に
「『
尉
繚
子
』
兵
書
也
。
班

固
以
為
諸
子
類
、
置
於
雑
家
、
此
之
謂
見
名
不
見
書
。
隋
唐
因
之
、

至
『
崇
文
目
』
始
入
兵
書
類
」
と
あ
る
。

三  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
四
庫
提
要
』
子
部
兵
家
類
は
「
周
尉
繚
撰
。

其
人
當
六
國
時
、
不
知
其
本
末
。
或
曰
魏
人
、
以
天
官
篇
有
梁
惠
王

問
知
之
。
或
又
曰
齊
人
、
鬼
谷
子
之
弟
子
。
劉
向
別
録
又
云
、
繚
爲

南
君
學
。
未
詳
孰
是
也
。
漢
志
雜
家
有
尉
繚
二
十
九
篇
、隋
志
作
五
卷
、

唐
志
作
六
卷
、
亦
竝
入
於
雜
家
。
鄭
樵
譏
其
見
名
而
不
見
書
、
馬
端

臨
亦
以
爲
然
。
然
漢
志
兵
形
勢
家
内
實
別
有
尉
繚
三
十
一
篇
。
故
胡

應
麟
謂
兵
家
之
尉
繚
、
即
今
所
傳
、
而
雜
家
之
尉
繚
、
竝
非
此
書
、

今
雜
家
亡
、
而
兵
家
獨
傳
。
鄭
以
爲
孟
堅
之
誤
者
、
非
也
。
特
今
書

止
二
十
四
篇
、
與
所
謂
三
十
一
篇
者
、
數
不
相
合
。
則
後
來
巳
有
所

亡
佚
、
非
完
本
矣
（
周
の
尉
繚
撰
。
其
の
人
六
国
の
時
に
当
る
も
、

其
の
本
末
を
知
ら
ず
。
或
ひ
と
曰
く
魏
人
な
り
、
天
官
篇
に
梁
惠
王

の
問
有
る
を
以
て
之
を
知
る
と
。
或
ひ
と
又
た
曰
く
齊
人
な
り
、
鬼

谷
子
の
弟
子
な
り
と
。
劉
向
の
別
録
に
又
た
云
う
、
繚
は
南
君
の
学

を
為
す
と
。
未
だ
孰
れ
か
是
な
る
か
を
詳
か
に
せ
ず
。
漢
志
の
雑
家

に
尉
繚
二
十
九
篇
有
り
、隋
志
は
五
巻
に
作
り
、唐
志
は
六
巻
に
作
り
、

亦
た
並
び
に
雑
家
に
入
る
。
鄭
樵
其
の
名
を
見
る
も
書
を
見
ざ
る
を

譏
り
、
馬
端
臨
も
亦
た
以
て
然
り
と
為
す
。
然
れ
ど
も
漢
志
の
兵
形

勢
家
内
に
実
は
別
に
尉
繚
三
十
一
篇
有
り
。
故
に
胡
應
麟
兵
家
の
尉

繚
は
、
即
ち
今
伝
う
る
所
に
し
て
、
雑
家
の
尉
繚
は
、
並
び
に
此
の

書
に
非
ず
、
今
雑
家
亡
び
て
、
兵
家
独
り
伝
わ
る
と
謂
う
。
鄭
以
て

孟
堅
の
誤
と
為
す
は
、
非
な
り
。
特
だ
今
の
書
は
止
だ
二
十
四
篇
に

し
て
、
所
謂
三
十
一
篇
な
る
者
と
、
数
相
い
合
せ
ず
。
則
ち
後
来
巳

に
亡
佚
す
る
所
有
り
て
、
完
本
に
非
ざ
る
な
り
）」
と
す
る
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』『
山
海
經
』
入
形
法
家
爲
非
、
因
改
入
於

地
理
﹇
注
一
﹈。
其
言
似
矣
。
然
『
漢
志
』
無
地
理
專
門
、
以
故
類

例
無
所
附
耳
。
竊
疑
蕭
何
收
秦
圖
籍
﹇
注
二
﹈、
西
京
未
亡
、
劉
歆



–109–

章学誠『校讎通義』訳注（四）巻二 　「鄭樵誤校漢志第十一」「焦竑誤校漢志第十二」

（44）

自
可
訪
之
掌
故
、
乃
缺
而
不
載
、
得
非
疎
歟
。
且
班
固
創
『
地

理
志
』、
其
自
注
郡
縣
之
下
、
或
云
秦
作
某
地
某
名
、
即
秦
圖

籍
文
也
﹇
注
三
﹈。
西
京
奕
世
、
及
新
莽
之
時
、
地
名
累
有
更
易
。

見
於
志
注
﹇
注
四
﹈、
當
日
必
有
其
書
、
而
史
逸
之
矣
。
至
地
理
與

形
法
家
言
、
相
爲
經
緯
。
説
已
見
前
﹇
注
五
﹈、
不
復
置
論
。

右
十
二
之
十
四

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
『
山
海
經
』
を
形
法
家
に
入
る
る
を
以
て

非
と
為
し
、
因
り
て
改
め
て
地
理
に
入
る
。
其
の
言
似
た
り
。

然
れ
ど
も
『
漢
志
』
に
地
理
の
専
門
無
く
、
故
を
以
て
類
例
附

す
る
所
無
き
の
み
。
竊
か
に
疑
う
ら
く
は
蕭
何
の
収
む
る
秦
の

図
籍
は
、
西
京
未
だ
亡
び
ず
、
劉
歆
自
ら
訪
ぬ
べ
き
の
掌
故
、

乃
ち
缺
し
て
載
せ
ず
、
疎
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。
且
つ
班
固
地

理
志
を
創
り
、
其
れ
自
ら
郡
縣
の
下
に
注
し
て
、
或
い
は
秦
は

某
地
某
名
に
作
る
と
云
う
、
即
ち
秦
の
図
籍
の
文
な
り
。
西
京

奕
世
、
及
び
新
莽
の
時
、
地
名
累
り
に
更
易
す
る
有
り
。
志
注

に
見
ゆ
る
は
、
当
日
必
ず
其
の
書
有
り
、
而
れ
ど
も
史
之
を
逸

す
。
地
理
と
形
法
家
と
の
言
に
至
り
て
は
、
相
い
経
緯
を
為
す

べ
し
。
説
は
已
に
前
に
見
ゆ
、
復
た
論
を
置
か
ず
。

右
十
二
之
十
四

【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
が
『
山
海
經
』
を
形
法
家
に
収
め

て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、
改
め
て
地
理
類
に
収
め
た
。

こ
の
こ
と
は
比
較
的
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
漢
書
』
藝
文
志

に
は
地
理
類
に
相
当
す
る
よ
う
な
分
類
は
存
在
し
な
い
の
で
、

『
山
海
經
』
を
附
す
適
切
な
場
所
が
無
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

考
え
る
に
簫
何
が
収
め
た
と
こ
ろ
の
秦
の
図
籍
は
、
前
漢
に
於

い
て
も
ま
だ
滅
亡
し
て
お
ら
ず
、
劉
歆
が
探
し
求
め
た
典
章
や

制
度
は
削
ら
れ
て
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
疎
略
で

は
な
い
と
言
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
し
て
班
固
は
『
漢

書
』
地
理
志
を
作
り
、
そ
の
郡
縣
の
下
に
附
し
た
自
注
に
、
例

え
ば
秦
時
は
某
地
某
名
で
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
な
わ

ち
秦
時
の
図
籍
に
附
さ
れ
た
文
の
引
用
で
あ
る
。
前
漢
及
び
新

時
は
、
地
名
が
度
々
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
地
理
志
の
注

に
示
さ
れ
て
い
る
。（
と
い
う
こ
と
は
）
そ
の
当
時
必
ず
地
理

の
専
門
書
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
史
官
が

こ
の
書
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
地
理
と
形
法
の
言
に

つ
い
て
は
、
縦
糸
と
横
糸
が
交
わ
る
が
如
く
互
い
に
参
照
で
き
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る
様
に
互
注
を
附
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
論
じ
た

こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
再
び
論
は
置
か
な
い
。

右
十
二
の
十
四

【
訳
注
】

一  

「
糾
繆
」
に
「
山
海
經
入
刑
法
非
、
改
地
里
」
と
あ
る
。

二  

『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
に
「
蕭
相
國
何
者
、
沛
豐
人
也
。
…
…
沛
公

至
咸
陽
、
諸
將
皆
爭
走
金
帛
財
物
之
府
分
之
。
何
獨
先
入
收
秦
丞
相

御
史
律
令
圖
書
藏
之
。
沛
公
爲
漢
王
、
以
何
爲
丞
相
。
項
王
與
諸
侯

屠
燒
咸
陽
而
去
。
漢
王
所
以
具
知
天
下
阸
塞
、戸
口
多
少
、彊
弱
之
處
、

民
所
疾
苦
者
、
以
何
具
得
秦
圖
書
也
」
と
あ
る
。

三  

例
え
ば
『
漢
書
』
地
理
志
の
「
沛
郡
」
に
附
さ
れ
た
自
注
「
故
秦

泗
水
郡
。
高
帝
更
名
。
莽
曰
吾
符
。
屬
豫
州
」
や
、「
河
南
郡
」
の
自

注
「
故
秦
三
川
郡
、
高
帝
更
名
。
雒
陽
戸
五
萬
二
千
八
百
三
十
九
。

莽
曰
保
忠
信
鄕
。
屬
司
隸
也
」
等
を
指
す
。

四  

例
え
ば
『
漢
書
』
地
理
志
の
「
潁
川
郡
」
に
附
さ
れ
た
自
注
「
秦
置
。

高
帝
五
年
爲
韓
國
、六
年
復
故
。
莽
曰
左
隊
。
陽
翟
有
工
官
。
屬
豫
州
」

や
、「
九
江
郡
」
に
附
さ
れ
た
自
注
「
秦
置
。
高
帝
四
年
更
名
爲
淮
南

國
、
武
帝
元
狩
元
年
復
故
。
莽
曰
延
平
。
屬
揚
州
」
等
を
指
す
。

五  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
校
讎
通
義
』
巻
二
「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」

を
参
看
の
こ
と
。

【
原
文
】

焦
竑
以
『
漢
志
』
陰
陽
・
五
行
・
蓍
龜
・
雜
占
・
形
法
凡
五

出
爲
非
、因
總
入
於
五
行
﹇
注
一
﹈。
不
知
五
行
本
之『
尚
書
』﹇
注
二
﹈、

而
陰
陽
・
蓍
龜
本
之
於
『
周
易
』
也
﹇
注
三
﹈。
凡
術
數
之
學
、
各

有
師
承
、
龜
卜
蓍
筮
、
長
短
不
同
﹇
注
四
﹈。
志
竝
列
之
、
已
嫌
其

未
析
也
。
焦
氏
不
達
、
概
部
之
以
五
行
、
豈
有
當
哉
。

右
十
二
之
十
五

【
訓
読
文
】

焦
竑
『
漢
志
』
の
陰
陽
・
五
行
・
蓍
亀
・
雑
占
・
形
法
の
凡

そ
五
た
び
出
だ
す
を
以
て
非
と
為
し
、
因
り
て
総
て
五
行
に
入

る
。
五
行
之
を
『
尚
書
』
に
本
づ
き
、
而
し
て
陰
陽
・
蓍
亀
之

を
『
周
易
』
に
本
づ
く
を
知
ら
ず
。
凡
そ
術
数
の
学
は
、
各
お

の
師
承
有
り
、
亀
卜
蓍
筮
は
、
長
短
同
じ
か
ら
ず
。
志
並
べ
て

之
を
列
す
は
、
已
に
其
の
未
だ
析
け
ざ
る
を
嫌
す
る
な
り
。
焦

氏
達
せ
ず
し
て
、概
し
て
之
を
部
す
る
に
五
行
を
以
て
す
る
は
、

豈
に
当
有
ら
ん
か
。

右
十
二
之
十
五
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【
現
代
語
訳
】

焦
竑
は
『
漢
書
』
藝
文
志
で
陰
陽
・
五
行
・
蓍
亀
・
雑
占
・

形
法
と
五
た
び
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
誤
り
と
み
な
し
、
こ
れ

ら
を
全
て
五
行
類
に
収
め
た
。
五
行
は
『
尚
書
』
に
本
づ
き
、

ま
た
陰
陽
・
蓍
亀
は
『
周
易
』
に
本
づ
く
と
い
う
こ
と
を
焦
竑

は
理
解
し
て
い
な
い
。
術
数
の
学
は
、
師
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い

く
も
の
で
あ
り
、
亀
卜
蓍
筮
の
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
存

在
し
て
い
る
。『
漢
書
』
藝
文
志
は
陰
陽
・
五
行
・
蓍
亀
・
雑
占
・

形
法
を
独
立
さ
せ
て
部
立
て
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
分
類

が
そ
れ
ぞ
れ
に
別
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ

る
。
焦
氏
は
そ
の
意
に
達
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
を
五
行
類

に
一
括
し
て
収
め
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
な

ど
あ
ろ
う
か
。

右
十
二
の
十
五

【
訳
注
】

一  

「
糾
繆
」
に
「
陰
陽
・
五
行
・
蓍
龜
・
襍
占
・
形
法
・
數
術
、
漢
互
出
。

今
總
入
五
行
」
と
あ
る
。

二  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
術
數
略
・
五
行
類
の
小
敘
に
「
五
行
者
、
五
常

之
形
氣
也
。
書
云
「
初
一
曰
五
行
、
次
二
曰
羞
用
五
事
」、
言
進
用
五

事
以
順
五
行
也
。
貌
・
言
・
視
・
聽
・
思
心
、
失
而
五
行
之
序
亂
、

五
星
之
變
作
。
皆
出
於
律
暦
之
數
而
分
爲
一
者
也
。
其
法
亦
起
五
德

終
始
。
推
其
極
則
無
不
至
。
而
小
數
家
因
此
以
爲
吉
凶
而
行
於
世
、

咐
以
相
亂
（
五
行
は
、
五
常
の
形
氣
な
り
。
書
に
云
う
「
初
一
に
曰

く
五
行
、
次
二
に
曰
く
羞
ん
で
五
事
を
用
う
」
と
、
進
ん
で
五
事
を

用
い
て
以
て
五
行
に
順
う
を
言
う
な
り
。
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
心
、

失
い
て
五
行
の
序
乱
れ
、
五
星
の
変
作
る
。
皆
な
律
暦
の
数
に
出
で

て
分
れ
て
一
と
為
る
者
な
り
。
其
の
法
亦
た
五
徳
終
始
に
起
る
、
其

の
極
を
推
せ
ば
則
ち
至
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
而
し
て
小
数
家
此
に
因

り
て
以
て
吉
凶
を
為
し
て
世
に
行
わ
れ
、
咐
く
以
て
相
い
乱
る
）」
と

あ
る
の
に
基
づ
く
。

三  

『
漢
書
』
藝
文
志
・
術
數
略
・
蓍
龜
類
の
小
敘
に
「
蓍
龜
者
、
聖
人

之
所
用
也
。
書
曰
「
女
則
有
大
疑
、
謀
及
卜
筮
」。 

易
曰
「
定
天
下

之
吉
凶
、
成
天
下
之
亹
亹
者
、
莫
善
於
蓍
龜
」、「
是
故
君
子
將
有
爲
也
、

將
有
行
也
、
問
焉
而
以
言
、
其
受
命
也
如
嚮
。
無
有
遠
近
幽
深
、
遂

知
來
物
。
非
天
下
之
至
精
、其
孰
能
與
於
此
」。
及
至
衰
世
、解
於
齊
戒
、

而
婁
煩
卜
筮
、
神
明
不
應
。
故
筮
瀆
不
告
、
易
以
爲
忌
、
龜
厭
不
告
、

詩
以
爲
刺
（
蓍
亀
は
、
聖
人
の
用
う
る
所
な
り
。
書
に
曰
く
「
女
則

ち
大
疑
有
り
、
謀
卜
筮
に
及
ぼ
す
」
と
。 

易
に
曰
く
「
天
下
の
吉
凶

を
定
め
、
天
下
の
亹
亹
を
成
す
者
は
、
蓍
亀
よ
り
善
き
は
莫
し
」、「
是
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の
故
に
君
子
将
に
為
す
こ
と
有
ら
ん
と
す
る
や
、
将
に
行
う
こ
と
有

ら
ん
と
す
る
や
、
焉
に
問
い
て
以
て
言
う
、
其
の
命
を
受
く
る
や
嚮

の
如
し
。
遠
近
幽
深
有
る
こ
と
無
く
、
遂
に
来
物
を
知
る
。
天
下
の

至
精
に
非
ざ
れ
ば
、
其
れ
孰
か
能
く
此
に
与
ら
ん
」
と
。
衰
世
に
至

る
に
及
ん
で
、
斉
戒
に
解
り
て
、
婁
し
ば
卜
筮
を
煩
わ
す
も
、
神
明

応
ぜ
ず
。故
に
筮
瀆
な
れ
ば
告
げ
ず
、易
以
て
忌
む
こ
と
を
為
す
な
り
、

亀
厭
な
れ
ば
告
げ
ず
、
詩
以
て
刺
る
こ
と
を
為
す
な
り
）」
と
あ
る
の

に
基
づ
く
。

四  

『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
四
年
に
「
初
晉
獻
公
欲
以
驪
姬
爲
夫
人
、
卜

之
不
吉
、
筮
之
吉
。
公
曰
、
從
筮
。
卜
人
曰
、
筮
短
龜
長
。
不
如
從
長
」

と
あ
り
、
そ
の
杜
預
注
は
「
物
生
而
後
有
象
、
象
而
後
有
滋
、
滋
而

後
有
數
、
龜
象
、
筮
數
、
故
象
長
數
短
」
と
す
る
。


